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第１２回 天塩川流域委員会  

 

１．開会 

 

●山田課長 

定刻になりましたので、ただいまより第１２回天塩川流域委員会

を開催いたします。 

私は、事務局を務めさせていただきます留萌開発建設部治水課長

をしております山田でございます。 

議事に入りますまでの間の司会進行を務めさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきた

いと思います。 

まず、天塩川流域委員会第１２回委員会資料と書かれたものがご

ざいます。 

資料－１としまして、天塩川水系河川整備計画（原案）と書かれ

たものがございます。 

資料－２としまして、天塩川水系河川整備計画について（追加資

料その９）というものがございます。 

資料－３としまして、天塩川流域委員会に寄せられたご意見とい

うものがございます。これには、第１１回流域委員会以降に寄せら

れた意見を追加しております。 

資料－４としまして、天塩川の河川整備計画策定段階における環

境への影響を含めた総合的な分析とりまとめというのがございます。

これは、第８回流域委員会で配布したものと同様のものでございま
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す。 

委員の皆様には、天塩川水系河川整備計画についてというもので、

第３回から第１１回まで配布した資料をまとめたものを１冊。 

第７回流域委員会で配布した「天塩川水系河川整備計画（原

案）」における「天塩川かわづくりの提言」及び流域委員会等で出

された意見について。 

それからファイルといたしまして、天塩川資料集と書かれたもの

をお配りしております。以上ですが、資料の足りない方はいらっし

ゃいますでしょうか。 

それでは、天塩川流域委員会の設置要領の規定によりまして、委

員の２分の１以上、９名以上の出席で委員会が成立することになっ

ております。 

本日、現在のところ、９名のご出席をいただいておりますので、

委員会は成立いたします。 

なお、出羽委員と酒向委員につきましては、所用のため遅れると

いうことで連絡を受けてございます。 

それでは、これから議事に入っていただきますが、会場の皆様に

お願い申し上げます。 

議事の妨げにならないよう静粛にしていただきますとともに、携

帯電話につきましては電源をお切りになるかマナーモードに設定し

ていただくようにお願いいたします。 

なお、私ども事務局で委員会の記録のために撮影と録音等を行い

ますので、ご了承ください。 
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２．議題 

 

●山田課長 

それでは、以後の議事の運営につきましては、清水委員長にお願

いしたいと思います。 

委員長、よろしくお願いいたします。 

 

●清水委員長 

それでは、よろしくお願いいたします。 

本日、第１２回委員会ですけれども、まず第１０回天塩川流域委

員会議事要旨（案）の確定を行います。 

なお、第１１回議事要旨ですが、これにつきましては現在まだ作

業中ということですので、次回委員会で確定させていきたいと思い

ます。 

それから、前回は、治水・利水・環境のバランスということをテ

ーマに、主に治水について議論を行いました。 

本日は、前半で委員会からの指摘事項に関しまして、事務局から

補足説明も含めて、引き続き治水面について意見交換を行い、治水

面における一定の整理をしたい、できればしていきたいなというふ

うに思います。 

後半は、利水さらには環境について議論していきたいと思います。

その後、全体のバランスについての議論も、できれば進めていきた

いと思います。時間は、１８時を目途に行いたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

それでは、まず第１０回委員会議事要旨（案）についてですが、
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前回長澤委員より修正意見を受け、その後長澤委員の確認を取って

おります。皆さんにも確認してあると思いますので、この内容で確

定したいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、前回の第１１回の委員会で出された皆様からの指摘事

項、質問事項に対して、資料要求等もありましたので、事務局で整

理したことを説明していただきたいと思います。お願いいたします。 

 

●井田課長 

旭川開発建設部の治水課長の井田と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

それでは、治水面について、前回指摘のあった事項について説明

いたします。 

お手元の資料－２、横版このようなものを準備いただきたいと思

います。 

１枚めくっていただいて、遊水地の参考となる事例を説明してほ

しいということでしたので、東北の北上川の一関遊水地の整備につ

いて整理したものでございます。 

ここは遊水地内を農地として利用する、いわゆる地役権方式とい

う形で整備を進めているところです。 

この写真は、平成１０年８月の洪水の水害の状況ですけれども、

堤防がもともとなくて、このように従来から頻繁に洪水が起きてい

る、そのようなところです。現在整備を進めている途上。そのよう

な遊水地でございます。 

こちらは関東の利根川の支川、小貝川の母子島遊水地という遊水

地の整備です。 
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この遊水地では、これが小貝川、大谷川で、その合流点の付近に

遊水地をつくっているんですけれども、堤防がこのあたりが低くて、

従来からもともと頻繁にこのエリアが浸水するような、そういった

エリアについて、このエリアを活用して遊水地として整備したとい

うような状況になっております。 

この地域についても、遊水地内を農地として利用する地役権方式

という方式を取って、平成２年度に完成しております。 

一関遊水地の整備に伴って、浸水の変化がどのように変わったか

というのをイメージとして整理したものが、この図でございます。 

上の図が、遊水地の完成前の図です。下の図が、遊水地の完成後

の図です。 

この部分が農地であったり、または家屋があったというような状

況になっております。 

計画規模洪水、大規模な洪水が出たときには、当然こういった農

地だとか家屋に水がつくということで、この部分に、堤防等がない、

そんなような状況でございました。 

合わせて、中小規模洪水、比較的規模の小さい洪水でも、農地に

水がついたり、もしくは家屋に水がつくということで、もともと宅

地、農地が頻繁に浸水するようなエリアでございました。 

下の方が、遊水地完成後どのようになるかというのを示したもの

ですけれども、家屋については安全なところに移転するということ

になっております。 

農地については地役権を設定しまして、ここには小堤を設けまし

て、計画規模の洪水がきたときには、ここに水がこぼれて洪水調節

を行うけれども、中小規模洪水のときには水が入らなくなるという
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ことでして、遊水地として整備することによって農地の安全度が上

がり、また家屋の方も安全なところに移転するというような整備の

状況になっております。 

これが、仮に天塩川流域で遊水地を整備したときのイメージです。 

上の図が遊水地の完成前の図です。下の図が遊水地の完成後の図

となっております。 

以前にも説明したんですけれども、天塩川の流域では堤防が痩せ

てはいるものの高さはあるということですので、中小規模の洪水等

では水がつくことはございません。 

農地と家屋とはこんな形、堤防とはこんな関係にあるということ

になっております。 

一方で、天塩川流域で遊水地を設置するとしたら、どのような形

になるのかということですけれども、現在ある堤防を、頭の部分を

切り欠いて、そして洪水時には水を入れるということになります。 

家屋については、遊水地の外側に移転するということですので、

このエリアについては浸水を受認することによって、また農地の安

全度も下がるというような特徴があるかと思います。 

これは、営農の形態の状況を整理したものでございます。 

横軸が天塩川流域です。これが天塩川上流域、遊水地の代替案を

検討している３市町のデータをそろえております。これが、下館市

のある母子島。それと一関遊水地のある一関市と平泉町のデータと

なっております。 

縦軸が百分率ですけれども、農家の戸数を百分率で示しておりま

す。凡例の方を見ていただきたいんですけれども、薄い紫色の部分

が農業を主たる収入としている農家ということになっております。 
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そしてエンジ色のようなところが、農業外収入を主たる収入とし

ている農家ということになっております。 

これを見ていただきますと、天塩川流域では８割から９割がこの

薄い紫色、そして天塩川上流域に限ってみても、紫色の方が８割か

ら９割ぐらいあるということで、農業を主たる収入として営農して

いる農家が多いということが分かるかと思います。 

一方、その母小島、一関を見ていただきたいんですけれども、母

小島では２割強が農業を主たる収入としている農家で、一関では２

割弱が農業を主たる収入としている農家で、むしろ農業外収入を主

たる収入としている農家の方が、このエンジ色というか赤いところ

ですけれども、多い。このような状況になっております。 

したがいまして、上のところでまとめているんですけれども、天

塩川流域では農業を主たる収入としている農家が８割を超えて、浸

水による営農への影響が大きいと考えられます。 

このように、天塩川流域は一関や母小島のような遊水地の事例と

は、浸水の状況、それから営農の条件等が大きく異るということが

言えるかと思います。 

１２ページまで飛んでいただきたいと思います。 

これが、関東の利根川の支流の渡良瀬川というところにある渡良

瀬遊水地です。 

一番左の図が、明治１７年の状況でございます。川が蛇行してお

りまして、沼もあったりということで頻繁に大規模な洪水に見舞わ

れる地域でございました。 

また、明治時代に足尾銅山の鉱毒事件を経て、渡良瀬川改修計画

の改変が行われ、遊水地として明治４４年に着手されております。 
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平成６年の状況で、大体現在の形ができているかと思うんですけ

れども、黄色い部分が遊水地の機能を果たしている部分です。 

一番右ですけれども、現在の利用状況ということでして、ここの

あたりとか、こういった部分には、公園等が整備されております。

また、残りの部分では、緑地等として利用しておりまして、こうい

った部分は緑地等として利用して、農地としては利用せずに買収方

式でやっている事例でございます。 

会場の皆さんには、ホームページ等に載っておりまして、配布し

ておりませんけれども、委員の方々には千歳川河川整備計画という

ものを配布していると思います。 

前回、千歳川の遊水地の計画についても説明してほしいというこ

とでしたので、準備しております。前の方に写しているんですけれ

ども、それの３７ページを開いていただきたいと思います。 

そこに、遊水地群の整備ということで記載されております。 

会場の方にはお配りしておりませんが、ホームページ等に記載し

ておりますので、そちらを見ていただくか、前のパワーポイントを

見ていただきたいと思います。 

ここを読みますと、石狩川の背水の影響を受ける千歳川において、

５６年８月上旬降雨、実際に体験した最大規模の降雨により発生す

る洪水について検討した結果、そのピーク水位を計画洪水以下とな

るよう、流域の４市町地先において、洪水調節容量が概ね5,000万

m3の遊水地群を千歳川本支川に分散して整備する。 

なお、その整備にあたっては、その地域の土地利用計画等と調整

を図るとともに、内水被害の軽減に寄与するように努める、このよ

うな記載になっております。 
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実際に面積はどのぐらいかと言いますと、約10km2余りというこ

とで考えております。千歳川は広大な低平地が約400km2広がってお

ります。 

それに対して10km2余りということですから、２、３％程度とい

うことで、天塩川流域に比べて比較的影響は小さいと思われますけ

れども、地域では議論が重ねられまして、少しでも地域を良くする

ためには止むを得ないというような状況になっております。 

また、ご存じのとおり、勾配が千歳川は非常に低平地を流れてお

りますので、7,000分の1程度と非常に緩いため容量を確保しやすい、

こういった特徴もございます。 

一方、天塩川の方でいきますと、これまでご説明してまいりまし

たけれども、名寄川の合流点付近の勾配が700分の1程度、名寄川の

下流部で500分の1程度と急流であって、容量を確保しにくいといっ

たこと、そして当該市町における洪水を防御する対象となる農地の

およそ１０％から３０％を農地が遊水地として制約を受けるという

ことで、地域に与える影響が極めて大きいということが言えるかと

思います。 

以上、遊水地の事例を紹介させていただきましたけれども、ちょ

っとポイントを整理させていただきますと、もともと全国の事例で

は堤防がない、あるいは低くて頻繁に浸水があるところを安全度を

上げつつ遊水地化を図っていった、あるいはまた営農形態が、兼業

農家が多くて、北海道と大きく異なるといったこと、そんなことが

天塩川と条件が異なるのかということでご紹介させていただきまし

た。 

次は、外水と内水の被害と回復についてご指摘がありまして、遊
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水地が湛水した被害からの回復の状況についても調べたんですが、

データがございませんでしたので、過去の外水、内水被害について

整理してみました。 

こちらが昭和２８年ごろの天塩川の名寄川地区の外水氾濫の状況

です。これが外水氾濫の状況です。 

流れが非常に強くて速い、エネルギーが大きいことが分かるかと

思います。右側が洪水が終わった後の状況ですけれども、農地等が

大きくえぐられて被害が大きいことが分かるかと思います。 

近年の事例として平成１５年８月の日高地方の台風１０号による

厚別川の外水氾濫の状況を整理したものがこちらです。左上の図を

見ていただきたいんですけれども、当時は堤内地をあたかも河道の

ように川が流れていったということで、破堤や溢水による氾濫がこ

のように起きております。 

現地の状況をもう少し詳しく取り上げますと、これが家屋が倒壊

した状況です。外水氾濫でこれだけのことが起きるということは、

エネルギーが大きいということが想像できるかと思います。 

また、右上の方を見ていただきたいんですけれども、農地におけ

る大量の土砂が堆積している状況が分かるかと思います。土砂が外

水によって運ばれてきているということです。また、右下ですけれ

ども、田んぼの状況ですけれども、砂礫がこのように堆積しており

まして、営農への影響が大きいのではないかと考えられます。 

幾つか外水氾濫の状況を整理したので、簡単に説明させていただ

きます。 

これが昭和５０年の石狩川の下流の大曲、美唄だとか、月形があ

るあたりですけれども、そこの外水氾濫の状況です。ここが破堤い
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たしまして、大量の水が強く速く流れているのが分かるかと思いま

す。 

左上は、月形町の街の中の外水氾濫ですけれども、白黒で分かり

づらいんですが、濁った水が大量にたまって、流木等がこの辺に固

まっておりますし、浮いているというような状況です。流木の流出

した状況はこのような形になっております。 

これが、昭和６３年８月の留萌川の大和田地区の外水氾濫の状況

です。見ていただけると分かるかと思うんですが、土砂が流出する

と同時に、部分的に堆積するなど、大きな被害が生じております。 

被災した農家からの聞き取りですけれども、表土が流出して、そ

の後復旧したものの土が元通りにはならなくて、次の年はほとんど

収穫ができなかったというように聞いております。 

このように外水の場合、氾濫した洪水の流れが速いということ、

そして流木などが流出すること、表土が流出する、土砂の堆積など、

内水氾濫に比べると被害が大きい、また、運ばれる物の質が違うと

いうようなことが分かるかと思います。 

こちらは、これまで説明した天塩川の内水氾濫の状況を少し詳し

く整理したものでございます。 

平成１３年９月の内渕地区の内水氾濫の状況です。こちらが天塩

川です。こちらが名寄川で、流れはこっちに向かっています。こち

らが下流ということです。 

この水色の部分が内水氾濫を起こしておりまして、どのような状

況かと申しますと、ここに排水機場がございまして、雨が降ったら、

この部分は堤防の高さがございますから、水がこちらの方に集まっ

てくる。そしてこのポンプ場で水がたまり始めたら吐くということ



 12

ですけれども、そのときに吐き切れない水がたまっていくというこ

とですから、ここで見ていただくように、比較的じわっと湛水して

いくというような状況になっております。 

ちなみにこの赤の部分は、仮にポンプがなければここまで広がっ

ていたであろうという部分でございます。 

このときは、水田の約30haについて内水氾濫が生じて、稲が泥を

かぶるなどの被害が生じたというように聞いております。 

また、被害自体は、それほど大きくなくて、次年度の収穫には影

響はなかったというようにも聞いております。 

これもこれまで説明させていただいたものですけれども、少し詳

しく整理したものです。音威子府地区の筬島地区の内水氾濫の状況

です。 

ここは、天塩川のこの部分に水がついているんですけれども、こ

ちらが下流で、こちらが上流です。湛水の状況はこのような形で、

やはり吐ききれない本川の水位が上がって排水路等から吐ききれな

い水がじわっとたまっているというような状況になっております。 

面積の方は約24haの内水氾濫でして、畑作であったため、浸水に

弱い状況にございまして、小豆の3haが全滅しまして、そばが5ha全

滅したと聞いております。また、ビートは減収したということで、

農作物に大きな被害が生じたけれども、一方で、大きな流木や土砂

の流出等がなかったので、次年度の収穫への影響はなかったと聞い

ております。 

共済については、小豆のみ共済基金に入っていて、ほかは入って

いなかったというような話も聞いております。 

このように、外水と内水を比較した場合、外水は氾濫した洪水の
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流れが速くて、流木の流出、表土の流出、土砂の堆積など内水に比

べて被害が圧倒的に大きいということが言えるかと思います。 

前回の補足説明は以上です。 

 

●清水委員長 

どうもありがとうございました。 

前回、前々回ぐらいから、治水について、ダムの計画、それの代

替として、あるいは別な案として遊水地を、その中間案みたいのも

あるんですけれども、それに対して遊水地のときのいろいろ問題が

ある。地形的にも難しいし、外水を直接入れることになると、農業

に対する影響も非常に大きいのではないかというような意見もいろ

いろ出されております。この辺を中心に、もう少し治水面について

議論を進めていただければいいかなというふうに思いますが、どな

たからでもよろしいので、いかがでしょうか。 

 

●石川委員 

特別なテーマはありませんけれども、この前の委員会のときにも

お話したように、天塩川全般について今説明のあったような、内水

あるいは外水といったような氾濫に対する処置としては、遊水地の

考え方というのは、かなり有効である部分があるように思っていま

す。ただ、上流部、特に名寄川から上流については、遊水地の考え

方より、今まで討論してきた、本日の結果も踏まえて討論してきた

ところでは、ダムを含めた方式の方が有効ではないかというふうに

私は考えております。 

もう一つは、これからどういう方法で治水あるいは環境とのバラ
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ンス、そういう問題をどういうふうに扱っていくかというのを、ぜ

ひ討論に入る前に、その段取りあるいは順序というようなものを提

示してほしいなと思っています。 

以上が私の意見です。 

 

●清水委員長 

今の順序を提示してほしいというのは、もうちょっと具体的にお

願いしたいんですけれども。 

 

●石川委員 

今委員長がご質問になっているのは、今日提示されましたいろん

な資料やなんかに対するご意見ですか。それとも全体を含めての治

水面の意見を聞いておられるんですか。 

 

●清水委員長 

私が今伺ったのは、石川副委員長が、今後の段取りを提示してい

ただきたいとおっしゃいましたよね。それは。 

 

●石川委員 

その前に一つ聞きたいのは、最初のもともと・・・・ 

 

●清水委員長 

今日の議論は、前回からずっと治水面を中心に議論を進めてきて

いますので、今日の話でもいいし、今までのを踏まえた意見でもよ

ろしいので、治水面について、今までの繰り返しでもよろしいです

し、何か新しい意見でもよろしいですし、何か意見があったらまた、
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何か議論のきっかけとして何かお話をいただければと。 

 

●石川委員 

そうであれば、今後、上流域だけではなくて、中流あるいは下流、

それから治水、利水という面だけではなくて、環境も踏まえた天塩

川流域のあり方ということになれば、またいろいろ申し上げる意見

は出てくると思います、私自身ですが。その他は先ほど申し上げた

とおりです。 

 

●出羽委員 

上流から下流まで、流域全体で治水を考えていくというのは、や

っぱり基本だろうと思います。その点で今石川さんが言われました

ように、特に中下流域というのは、遊水地の可能性というのは高い

し、僕は特に前から言っていますけれども、旧川とあわせて、旧川

の自然復元なり、緑地としての利用ということも考えられますし、

そういうこととあわせた遊水地というのは、非常に有効になってく

るのではないかというのが一つ、十分に検討すべきだろうと思いま

す。 

もう一つは、遊水地自体をもうちょっと具体的に、僕自身がそう

なんですけれども、勉強する必要があるんではないかというふうに

思っています。それで今日出された資料で、一関遊水地、それから

利根川の母子島遊水地、この写真は、遊水地が設定される前の写真

ですね、昭和６１年ですから。実際に遊水地ができてから浸水した

ということが、どのぐらい一関、恐らく母子島はないのではないか

と思うんですが、そのことと、それから遊水地に水がついたときの、
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先ほど北海道の例で、これは遊水地ではないんですけれども、少し

説明がありましたけれども、どういう被害があり、どういうふうに

回復したのか。それからそこの農家の人たちがどういうことを言っ

ておられるのか、その辺をお聞きしたいんですが。 

 

●井田課長 

まず、一関の遊水地ですけれども、まだ遊水地として整備が途中

ということですので、外水氾濫が頻繁に起こり得る、そんな状況に

あるということです。したがいまして、遊水地としての状況という

のが、まだでき上がっていないということです。 

それと、母子島の方ですけれども、従来から頻繁に浸水するよう

な、そんなようなところに周囲堤を回して越流堤をつくって、現時

点では、その後、浸水して被害が起きたというところはないように

聞いております。 

 

●田苅子委員 

ちょっと聞きたいんですけれども、従来から頻繁に浸水という、

この理解なんですけれども、この遊水地にしているところは、従来

から頻繁に浸水のあった、その土地を言っているんですか。それな

んですよ。 

 

●井田課長 

遊水地はちょうどここからこの辺だったと思うんですけれども、

要は頻繁に水がつくというようなところを遊水地として活用したと。

そうすることによって、洪水時は洪水調節できますし、普段頻繁に

水がつくようなところが、遊水地として整備することによってより
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安全になったというような、そのような地域の事情を踏まえて遊水

地ができていると。母子島につきましても、同様な状況でございま

す。場所という意味です。 

 

●田苅子委員 

それならば、更に続けて聞きたいんですけれども、土地としての

有効価値の問題だと思うんです。ですから、従来から頻繁に浸水し

ているような土地については、そこで耕作をしている農家の人とい

うのは、恐らくこれは専業農家として自立しないような土地条件に

あるからこそ、遊水地にしてもいいんだというようなことだったと

思うんです。ですから、耕作地として、言ってみれば不適切な土地

だという、農業者にとったら、土地としての大きなハンデをしょっ

ているから、逆にそうでないところを、しっかりとこれを遊水地に

して守るように施策をつくってほしいという視点がそこにしっかり

とあったと、こう思っております。 

 

●梅津委員 

前回もいろいろとお話しましたので、もう終わってもいいのでは

ないかなというふうに思ったんですけれども、実は今の話を聞いて

おりまして、一関遊水地の関係、これは図面を見ると、全然堤防の

なかったところに、このようなイメージで遊水地をつくるというこ

とですね。 

 

●清水委員長 

そうですね。 
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●梅津委員 

それで、そのことによって被害が最小限に食い止められるだろう

ということは理解できるんですが、先般から天塩川の関係で考えて

おります遊水地の関係は、この下の図なんだと思うんですけれども、 

 

●清水委員長 

ではなくて、４ページになります。 

 

●梅津委員 

今ある堤防をわざわざ壊して、このような地役権を設定しての遊

水地ですよということで、これには私は当初から反対だと言ってお

ります。そして農家の立場として、今まで１００年近くも守り育て

て育んできた農地というものを、このようなことで遊水地にするこ

とが、ここで生農をしている農家の人が理解し、賛成できるかとい

うこと、このことを分かってやっていただきたいと思っております。 

そして、先ほど石川先生がおっしゃっておりましたように、下流

から上流まで大きな治水計画、このことについての基本的な考え方

として、ここら辺を押さえにしながら、今後話し合っていければ、

この治水計画というものはまとまっていくのではなかろうか。今の

段階でダムがいいのか遊水地がいいのか云々ということで、総合的

な治水計画の中で生活の営みをどう守っていくか、このことが私と

しては第１点に考えていただきたいことと、更に治水計画を進める

中で、自然との共生というものをどう取り組んでいくか、ここら辺

を基本としながらの意見の交換になっていきたいものだなと、その
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ように思っております。今我々が住んでいるところは上流部分です

けれども、上流部だけがいいということではなく、下流まで考えた、

そういう意見の交換であってほしい、そのようにお願いしたいと思

います。 

 

●出羽委員 

恐らく梅津さんの今の話と、ちょっとずれるところが出てくるの

かもしれませんけれども、先ほど言いましたように、流域全体で治

水も考えていくと。その辺は恐らく皆さん一致していけるのではな

いかというふうに思っているところなんです。ただ、その中で、例

えば遊水地でいくのか、ダムでいくのか、もしくは両方の組み合わ

せということもあるのかもしれません。その場合に梅津さんが、長

年かけてつくってきた農地に水を引き入れるということは、農家と

しては受け入れがたいという。それは気持ちとしては確かに分かる

というふうに思います。ただし、僕はやっぱり自然環境なり、そう

いう問題を考えますと、河川環境、河川法が変わった経緯も含めて、

治水が大事なことは分かるわけですが、ハードな治水だけではやっ

ていけないということから、環境という問題が入りましたし、住民

参加という問題が入りましたし、そうしますと、そういう中で、あ

る程度河道に全部押し込めるのではなくて、あふれるということも

考えざるを得ないと。そういう流れというのは出てきているわけで

す。そのときに、そのことをやっぱり農家の人も理解していただき

たいし、そうなると、どういうことぐらいまでなら許容できるのか

と。そういったことも考えていただきたいなというふうには思いま

す。これは逆の立場でも同じかもしれません。その際に、もう少し
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詰める必要があると思うんです。 

前回からの議論でも、遊水地になった場合に、農地にどういう被

害が及ぶのか。それが回復が大変だという話がありました。その辺

を僕も少し知り合いの農家の人にも聞いてみました。そうしますと、

農地が水についた場合、一番最悪の場合を考えると。その最悪とい

うのは、この資料の後にもありましたけれども、表土が流出してし

まうと。もしくは深い溝が掘れて水路になってしまうと。これは回

復は大変だし、表土が流れてしまうと、これは回復というのは、そ

んな簡単にいかない問題だということがまずあるんだろうと思いま

す。しかし、実際は、今日配られた資料の後半に、外水・内水氾濫

ありますけれども、一番ひどいのは堤防決壊した場合でしょうし、

もしくは外水氾濫ですよね。でも、内水氾濫の場合は、そういうこ

とは恐らく考えられないんだろうと思うんです。 

もう一つは、泥をかぶるということが、どのぐらいの影響なり回

復に必要になるのかということ、それは状況次第だと。どのぐらい

泥が入るかということ。それと水田と畑の場合ももちろん違います。

畑の場合の方が被害が大きくなるわけです。ですから、外水氾濫の、

先ほどの日高の被害とか、この状況というのはひどい状況なんです

が、これは参考にならないと思うんです、遊水地の場合は。もし越

流させて、石ころがこんなに流れ込むということはないでしょうし、

泥、もしくは非常に細かい粒子の場合は、これも農家の人に聞くと、

そんな全面的なプラスにはならんけれども、一部肥料ということに

もなるかもしれない部分も、多少あるかもしれないというぐらいで

しょうけれども。ですから、その辺が、この間の議論だと、農地が

犠牲になるというような話が出ていますけれども、そうではないの
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ではないかという気もするんです。ですから、その辺をもう少し詰

めて、実際にどういう被害が出るのか。それに対して遊水地で水に

つかった場合に、そこで営農していた人たちがどういう反応をして

いるのか。その辺をもう少し詰めて、そういう資料を出してほしい

ですね。 

 

●清水委員長 

日高の話は、私もちょっと現地調査に行ったので分かっているん

ですけれども、厚別川、小さい堤防がずっとあったんですけれども、

それが全部それを超えて外水が氾濫して、ちょうど農地とか山と堤

防の間が全部遊水地みたいになった形で、ですから外水氾濫という

か、外水がどんどん入ってきて、ここの図で言う、ちょうど小さい

堤防を超えて、どんどん川から農地の方に、土砂とか水が入ってき

たというような感じで、参考にならないとおっしゃられましたけれ

ども、ある程度参考になるのではないかなと私は思います。 

 

●出羽委員 

この７ページの、これがそうかどうか分からんですけれども、樋

門から逆流したというのもあります。 

 

●清水委員長 

それは沙流川です。これは違います。 

 

●出羽委員 

あの場合も物すごい土砂の堆積で、農地がそういう意味ではつぶ

れてしまっている。ですから、外水がそのまま遊水地に当てはめて
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考えるというのは、無理があると思うんです。 

それともう一つ、例えばそういう泥をかぶるとか、そういう場合

には水害防備林というのがありますね。これは河川の施設としても

位置づけられていまして、堤防の洗堀とか、流れを弱めるという場

合も含めて、そういう方法もありますから。 

それともう一つ、先ほど内水氾濫ですけれども、その場合は泥を

かぶったけれども、その年、畑は全滅したけれども、翌年には被害

がないということもありますから、遊水地で越流して、泥をどのぐ

らいかぶるかという問題、状況によるんでしょうけれども、それが

長年にわたって回復が非常に困難になると、そういうふうではない

のではないかという気がしています。 

 

●田苅子委員 

私はいつも思うんですけれども、その道に長年経験をしてきてい

ない、百聞は一見にしかずというような中で議論をしなければなら

んと思うんです。ですから、想像でここで議論に余り時間をキャッ

チボールすることはないのではないかという気がしますけれども、

いかがでしょうか。 

それから、今、例えば内水で水がそこに大きく田んぼだとか畑に

入りますよね。稲の場合なんかも時間によるんです。時間がどれぐ

らい、いわゆる水没しておったかによっても変わってくるし、それ

から外水から濁流が入ってきたときには、確かに礫だとかいろんな

ものが入り込んできますけれども、内水で自然に浸透したやつとい

うのは、水が早く引けば、作物は案外助かるのも、それから次の年

には影響は確かにないんですよね。でも今そこに春から手塩にかけ
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て育ててきた作物が、その水害にみすみすさらされているというの

を、農家の生産者の心情を逆なでするような議論を、本当にここで

できるんだろうかどうかというのは、非常に私は不思議なことだと

思って聞いておりました、先ほどから。 

 

●梅津委員 

外水氾濫、私も実際に５０年の金川の集中豪雨の被害に遭った一

員なんですが、この７ページに、田における被害の状況が出ており

ますけれども、実はこのとおりになります。これは日にちも覚えて

いますけれども、９月の６日でしたけれども、外水氾濫の後、この

ようになりまして、この後の作業がどのような手間がかかるかとい

うことは、これは農家をやっている人でなかったら理解できないと

思います。 

 

●井上委員 

前回出ていないので、前回どのぐらい議論になっているのか、ち

ょっと分からないんですけれども、今日の資料を見せていただいた

限りでいえば、農業者に与える影響というのはかなり大きいのでは

ないかなと。実際に影響があるかどうかは別にして、農業者が今後

ずっと農業を営んでいくに当たっての不安という部分では、かなり

大きな影響がある部分ではないかなと、遊水地計画は思います。私

の知人にいろいろ農家の方がいますけれども、そのあたりの人の心

情を考えると、遊水地案というのは、私としては賛成できません。 

いろいろ委員の中で話している中で、治水と利水と環境という問

題があって、これを順番づけで、治水のダムがいい、遊水地がいい
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というのは、恐らく環境を重視するか、利水を重視するかという部

分で出てくると思うんです。地域の人間としては、あくまでも治水

があって、次に利水があって、この２つが守られた中で、次の環境

という問題を考えていくという順番が地域として正しいのではない

かと思いますので、ぜひそういう部分を考慮して委員会を進めてい

ただければと思います。 

 

●田苅子委員 

ボタンのかけ違いのような中で、幾ら議論を進めようとしても、

どこかで何かの壁にぶつかってしまうので、そこをきちっと整理を

してから改めて議論すべきだと、こんなふうに思っていますけれど

も、いかがでしょうか。 

 

●清水委員長 

今の治水、利水、環境の中で、治水がやっぱり優先されるべきで

ないかという。 

 

●田苅子委員 

前にも私は言いましたけれども、今日は名寄さんから井上委員さ

んが見えているから、あえて言うんですけれども、名寄川の水が足

りなくて、夏になると非常に渇水期になるとにおいがして困ったと、

こう言っています。それから風連と合併すると言っているんです。

地下水です。これも困ったから、早くつながなければならんという

ことを議論しています、以前から。それだったら、その水源はどこ

から求めるんだろうかとなったら、その答えを見つけ出すことが先

決だと思うんです。それから今度は留萌、北るもい漁協の皆さんも
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心配して来ているようだけれども、シジミもあるし、治水の問題だ

とか、前にも申し上げましたけれども、川の自然環境などにかかる

負荷をもし想像するんだったら、そのマイナス部分をフォローアッ

プすることに、みんなで知恵を絞ってしっかりやろうというのが、

議論の流れとしてこれを見失ったら、幾らこの会議を続けても、も

う続かないのではないかと。変な嫌な気持ちで来なければならんと

いうのが辛い思いで今おります。仕事もいっぱい抱えておりますの

で。 

 

●前川委員 

今の議論、ちょっと変だと思うんですが、ここの中で、治水をま

ずやりましょうということを、皆さんそこから始まっていると思う

んです。実際には今の世の中の動きからすると、僕の考えからする

と、治水も利水も環境も、ほとんど並立して考えなければならない

と思っていますが、それでもなおかつここで一致しているのは、治

水は重視しましょうと。どうやって治水やりましょうかという今話

をしていると思うんです。まず治水を重視して話しましょうという

ような話は、ちょっと今の改正の河川法ができて、それ以降の自然

再生法ができてというようなものからすると、大変逆行していると

思うんです。まずそれが一つ。 

だから、治水をどういうふうにしましょうということで話をした

いんですが、一部農家の方も考えてほしいというのは思いますが、

もっと有効に、例えばここで開発局の方がつくってこられた、ダム

のところに遊水案をということでつくられた図があるんです。参考

資料の天塩川水系河川整備計画についての４３－２－３に書かれて
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います。ここは実際には農家の方も大変、これも矛盾した話だと思

うんですが、農家の人がこの案に賛成されて、その土地を泣く泣く

譲ったんでしょう、きっと。そこにつくられている遊水地案は過少

過ぎて、もっと水をためるようなものでいいと思うんです。それが

一つ。 

あと環境の中に入っていかなければならないんですが、例えば常

時河道はあいているといったような遊水地案も考えていいと思うん

です。ここの土地はもう既に取得しておられるので、ここに負担を

もっとしてもらって、少しだけ農家の方、あるいはもう一つ旧川を、

これはもともとになる水があるので、そこを利用するとかといった

ようなこと、まだ幾つか考えられると思うんです。だから、治水を

どうするかというのは、そこからの話ではなくて、どうすれば一番

いいのかという話を今、しているというのが言いたいんです。 

 

●黒木委員 

そのとおりだと私も思いながら聞いているんですが、ただ、今先

生おっしゃったように、この絵、もっとためるようにと。もっとた

めるようにしたらダムなんです。この絵しか、この程度しかためら

れないんです、遊水地でしたら。 

 

●前川委員 

本当にそうなんですか。例えば開閉可能なダムにしてしまって、

通常は水が、 

 

●黒木委員 
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それやったらダムじゃないですか。ですから、形はまたいろいろ

考えられますが、有効にあの高さまで使おうとしたら、それはダム

と呼ぶんです。遊水地ではないんです。 

 

●前川委員 

１５メートル以上という意味ですか。 

 

●黒木委員 

そういうことでももちろんあります。名称の問題もありますが、

河道を横断して水をせき止めれば、それはダムです。そこにゲート

をつけようが、穴をあけて常時水がたまらないようにしようが、そ

れはダムです。 

 

●前川委員 

その意味では、ダムと呼ばれてもいいと思います。全然問題あり

ません。 

 

●黒木委員 

先生おっしゃったのは、あの遊水地のあれではもったいないと。

私も本当にそう思うんです。せっかくあそこはいろいろな農家の方

に立ちのいていただいたんだから、あそこを有効利用しようよとい

うのが、私はダム案だと思っています。あそこをせっかく土地を買

ったんだから、でもダムはやめて遊水地にしようねとおっしゃる方

がいらっしゃるから、開発局はああいうふうにやったんです。私は

目の子で考えて２０分の１以下だよと、最初に申し上げたはずです。 
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●前川委員 

だから、あれは過少にしかつくっていないと言っているんです。

もっと大きくつくれると言ったんです。 

 

●黒木委員 

ですから、そうなったらダムだよと言っているんです。それはち

ょっと違うんではないでしょうか。先生のおっしゃることはよくわ

かりました。そうしたら、我々の普通の言葉で言えば、それは河道

を横断してつくるダムであると。ただし、今の形がいいかどうか、

それはまた議論してもよろしいと思いますけれども、それは決して

遊水地とは呼びません。 

 

●前川委員 

今のままだったら、全くまさに今まで言っているダムなのでそれ

はだめです。 

 

●清水委員長 

サーチャージ水位とか常時満水位まで、常時あそこまで水がある

わけではないんです、あの場合は。 

 

●前川委員 

常時満水位、常時ここに書いている、 

 

●清水委員長 

どんな感じになるんですか。 
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●井田課長 

この図なんですけれども、それは説明させていただきます。常時

満水位と書いている部分は、ここから下の部分が利水容量等になり

ます。したがいまして、要は水が豊富なときにため込んで、川の水

位が少ないときにこの部分から補給する。その容量です。そして常

時満水位とサーチャージ水位の間はあけておいて、雨が降ったらそ

こに洪水をため込むと、その容量です。それを足した容量が何ぼと

いう形で原案に出ているんですけれども、ちなみに遊水地の場合は

どうなっているかといいますと、当然遊水地ですから、川の水位以

上にはためられないです、横にこぼすわけですから。川の水位以上

はためられないということで、かつこのエリアは山間部ですので、

面積も余りとれないと。そういうような状況のもとで試算してみる

と、２００万ｍ3ということで、ダムの洪水調節は３，５００万ｍ3

なので、仮に遊水地の容量をそのまま洪水調節を使った場合は、大

体１５分の１か２０分の１ぐらいかなという説明をさせていただい

ているところです。 

 

●清水委員長 

これは利水容量はないんですか、遊水地で。 

 

●井田課長 

ないです。 

 

●出羽委員 

非常に基本的なことなんですが、この絵の構造が、僕を含めて何

人か余りよく分かっていないんじゃないかと思うんです。今言った
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のは、川の横断構造物として、高さは別として、そういうものがつ

くられるということですか、この湛水池の遊水地というのは。そう

ではなくて、考えたのは、遊水地というのは、先ほど堤防を低くし

てあふれさせると、脇へ。周囲堤つくって、場合によったら周囲堤

なくても済むところはあるんでしょうけれども、普段は水がなくて、

水を入れて、また後で出すと。 

 

●井田課長 

ここで検討したのは、ダムの湛水域で遊水地をということですか

ら、川の水位が上がってきて、そして洪水になったときに、横の平

地部、余り広くはないんですけれども、そこにこぼして洪水調節を

したときに、どれぐらいためられるかというのを試算したものです。 

 

●出羽委員 

ということは、川を横断した堤ができるわけではないんですね。 

 

●井田課長 

横断していないです。いわゆる横にこぼす、先ほど見ていただい

た一関だとか母子島で整備しているものと同じような考え方です。 

 

●出羽委員 

そうすると、先ほど黒木さんが言われた、ダムと同じじゃないか

というのは、どういう意味なんですか。 

 

●黒木委員 

前川先生おっしゃったように、あそこを有効に使いましょうと、
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あの面積をですね。有効に使うんならダムではないでしょうかと。

河道を横断してもっと高く、中に書いてある小さいようなああいう

階段状に水をためるんではなしに、もっと大きくためたら有効に使

えますよと。それは決して遊水地とは言わずにダムですよねと、そ

う申し上げました。 

 

●出羽委員 

この遊水地はダムではないですね、遊水地にするのは。 

 

●前川委員 

これはまさに遊水地風につくった話です、それこそ。河道を閉じ

ていない。 

 

●井田課長 

そうです。これは表題に書いてあるとおり、湛水区域に遊水地を

設置した場合です。だから横にこぼすということです。川に横断構

造物をつくるということではなくて、越流堤や周囲堤、場合によっ

ては山付きのところもあるんですけれども、そういったところに川

から横にこぼすといったときに、どの程度容量を確保できるかとい

うのを試算したのと、それを縦断的に見たときに、どのような形に

なるかというのを整理してみたものです。 

 

●前川委員 

まず前提として、例えばの話ですが、利水ではもうここでは考え

ないといった場合には、いろいろそれこそ構造物が考えられるんじ

ゃないかというのが僕の案です。洪水のときだけ水をためる。 
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●黒木委員 

ですから、それはダムですよねと申し上げました。 

 

●前川委員 

今言っているのは、利水は考えないと。 

 

●黒木委員 

ですから、穴あきダムでしたら水はたまりませんから、洪水調節

だけです。そのときに、サンルダムと書いてあるけれども、ああい

うふうな河道を横断して、そういう構造物をつくれば、極めて有効

にその土地は活かせますよねと申し上げました。そういう意味では

ないんですか。 

 

●前川委員 

そういう意味なんですが、皆さんはこういう意見に、それこそど

う思うんでしょうね。 

 

●清水委員長 

穴あきダムみたいのをつくるということですか。 

 

●前川委員 

そうですね。必要なときだけ閉める。 

 

●黒木委員 

それがどういう意味を持つかは、また議論をされればいいんだと
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思います。ただ、この地域で非常に利水の要求が強いことも確かで

すから、せっかくダムという構造物をつくるのであれば、支障のな

い範囲では、そういう機能を持たせた方が有効であろうと、そうい

うふうに思います。 

 

●前川委員 

一つの僕の提案は、極端な形で言いましたが、ここの部分をもっ

と有効に使いましょうという話なんです。その使い方はまだ論議さ

れていないんです。本当にこれだけしか考えられないんですか。 

 

●黒木委員 

ですから、利水が要らないということは、常時満水位以下の三角

形の部分が洪水調節に使わないということですから、穴あけておく

んですから。もっとダム高が低くできるということです。それで有

効に使えるわけです。でももっと有効に使えて、しかも地元の水使

いも満足できる、それだけの面積は確保してあるわけですから。そ

うしたら、あとは河道を掘るだけで、一応名寄川の治水は、現在の

整備レベルに関しては問題がないと。これが一番効率的であるとい

うふうに、最初から開発局の方は言っておられるし、私もそう言っ

てきたつもりです。 

 

●出羽委員 

ちょっと整理したいんですが、前川さんが言われたのは、穴あき

の低ダム部みたいな、そういうふうに理解していいんですか。 
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●前川委員 

構造については、何が有効かというのは、僕もまだ。だからそれ

はこれから、そういうことも考えられますよねという話が起きてい

るんです。 

 

●清水委員長 

そうですね、構造については。構造について、この場で議論する

委員会かどうか、ちょっと分かりませんけれども。 

 

●前川委員 

問題なのは、そうすると、利水はちょっとあきらめてもらいまし

ょうという話になりますね。 

 

●黒木委員 

先ほど申し上げましたのは、何かそういうふうにしなければなら

ない非常に大きな理由、積極的な理由があれば、それはそれとして

議論をしてもよろしいと思いますけれども、今せっかく利水も満足

し、治水も満足するだけの土地を確保してあると。それなのにどう

して下げなければいけないのかな、あるいは利水を放棄しなきゃい

けないのか、私はそこが理解できません。 

 

●前川委員 

それは環境の方に話がいくのではないかと思いますけれども、そ

このところの折り合いをどう。 

 

●清水委員長 
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今のところ、治水も利水もやろうとすると、こういうことになる

かなという感じになるかもしれませんけれども、利水がなければと

かというのは、また次の利水のところとか環境のところでお話しま

しょう。 

 

●前川委員 

発電とか、それももちろん利水ですから、 

 

●清水委員長 

不特定とかというのもあります。 

 

●前川委員 

そういうのを入れると今のままになるのは、それを重視してしま

うと。 

 

●清水委員長 

遊水地では、やっぱり利水というのは難しいというのが、そうい

う感じなんでしょうか。 

 

●出羽委員 

確認したいんですけれども、この湛水池で事務局で出された遊水

地案というのは、平面的な構造から見ると、もう一度確認しますけ

れども、河川を横断した堰ができるわけではないということですね。

流域から脇へあふれさせると。その場合に、深さというのはどのぐ

らいを想定して、２００万ｍ3ですか。 

それともう一つですけれども、その場合の２００万ｍ3貯留する
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とすれば、カット流量というのはどのぐらいになるんですか。 

 

●井田課長 

今のご質問ですけれども、洪水時にサンル川というか、ここに流

れてくる水量から、当然洪水時の水位というものが出ます。いわゆ

る水位は高さですから、それを地形図等に当てはめれば、大体どれ

ぐらいの容量が確保できるかというのが試算できます。その容量が

約２００万ｍ3とご説明させていただいたところです。 

それで、ちょっと見ていただきたいのが、お手元の参考資料の４

３－２－４です。これまで使ってきたあれなんですけれども、これ

が案３の遊水地の範囲を実線で入れたのがこの範囲です。この範囲

に整備計画で遊水地の場合、案３の場合、必要になると。どうして

も山間地で勾配が急なものですから、水深が余りとれないというこ

ともあって、この範囲で２００万ｍ3取れるんですけれども、同じ

だけの容量を、この部分の遊水地からこっちへ振りかえるという作

業をした場合に、どれくらいこちら側の遊水地で減るかというのを

前回説明させていただきまして、この点線の部分、この部分ぐらい

は減るであろうという状況です。その場合、この部分は減りますけ

れども、この部分はやはり遊水地として必要になるであろうという

ことで、農地を名寄川沿川で遊水地として制約をかけなければいけ

ないということは、本質的には変わらないであろうということを、

前回説明させていただきました。 

 

●出羽委員 

ちょっと今の、分かるようで分からない話なんです。２００万ｍ
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3というのは数値で出ているから分かるんですが、そうすると、水

深は恐らく２メートルぐらいなのかなというふうに思うんですが、

僕が聞いたのは、もう一つは、カット流量がどのぐらいになるか。

それがないと、サンルダムの場合、３００ｍ3/sカットということ

ですよね。ほかの遊水地案もそうなんですが、カット流量がないと、

簡単に比較ができないんだろうと思うんですが、どのぐらいの治水

効果があるかということが。 

 

●井田課長 

ここでは、この遊水地のボリュームで整備計画が対応できるので、

これが小さくなった分、どれぐらいここが小さくなるかという試算

をしておりまして、そういう意味で厳密な計算はしておりませんけ

れども、大体容量ベースでこのぐらい小さくなるということですか

ら、遊水地の形がどう変わるかという傾向というか、そういうもの

は読み取れるかと思っています。 

 

●出羽委員 

というのは、送られてきた意見ですか、寄せられた意見の中に、

北海道自然保護協会ほかいろんな団体の中に、サンルダムの予定地

周辺だけでも、１，６００万ｍ3という貯水量ができるということ

を考えているというのがあります。これは桁違いなんです、２００

万ｍ3と。 

 

●井田課長 

ごめんなさい、ちょっと聞き逃したんですけれども。 
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●出羽委員 

寄せられた意見がありますね。それの１７３ページ、右側です。

最後から２枚目です。ナンバー９８－３というところなんですけれ

ども、近いうちに詳細な資料を発表する予定だが、私たちはサンル

ダムの予定地周辺だけでも１，６００万ｍ3、剣淵川、天塩川など

の候補地を合わせると、名寄市よりも上流だけれども、２，２００

万ｍ3の洪水量を一時的に貯留できると試算している。ですから、

これはちょっと分からないんですけれども、事務局から出された資

料はサンルダムの場所で、遊水地化するとしても２００万ｍ3だと

いうことは、もっと場合によってはできるのではないか。あそこは

傾斜がありますし、恐らく相当掘らないといけないということにな

るのかもしれませんけれども、そういう問題を考えた場合に、先ほ

ど面積で、このケース３の場合の約１０分の１ぐらいですか、サン

ルダムの遊水地化した場合の効果ということが。そういう説明され

ましたけれども、具体的にどれだけカット流量になるのかというの

は、ぜひ計算してほしいんです。というのは、僕も少し資料なんか

で勉強したんですけれども、本州の遊水地なんかの場合でも、貯水

量が２００万ｍ3、３００万ｍ3で、カット流量が秒当たり２００ｍ

3とか３００ｍ3近いとか、それでいろいろあるんですよね。 

 

●井田課長 

急勾配でして、ここでは先ほど申したような手法で、どれぐらい

上がって、どれぐらいの流量を確保できるかといったときに、２０

０万ｍ3ぐらいということですけれども、大体ダムの容量が３，５
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００万ｍ3です。２００万ｍ3でいうと、単純にすると２０分の１ぐ

らいですから、当然洪水時に貯留できる量も、その１５分の１か２

０分の１ぐらいということですので、効果の方も、概ねその程度だ

ということが言えるかと思います。 

 

●出羽委員 

ですから、効果がその程度だというだけで、カット流量を試算し

てもらうということを出してほしいんですが。 

 

●井田課長 

洪水時にためる量が２０分の１ですから、当然洪水時にカットで

きる量も２０分の１ということで、ご理解いただければと思うんで

すけれども。 

 

●出羽委員 

ダムの場合は、最大の流入量と流出量の差ですよね、カット流量

が。遊水地の場合は、普段水がなくて、そこへ水を入れるわけです

ね。それと、川そのものも流れるわけですね。その差ということに

なるわけですか。だから、遊水地の場合、流入量に左右されるわけ

ですね、貯留量に。 

 

●井田課長 

貯留量というのは、流入量と流出量の差の部分になってくるかと

思うんです。その差でためられる量が、ダムの場合は３，５００万

ｍ3ですし、その際ためられるのが、遊水地の場合は約２００万ｍ3

ということですから、先ほどの図面を見ていただければ分かるかと
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思いますけれども、ためられる量が２０分の１ぐらいですから。 

 

●清水委員長 

容量的に２０分の１ですか。 

 

●出羽委員 

黒木先生、その辺もうちょっと分かるように説明してください。 

 

●黒木委員 

どういうふうにお呼びしていいのか知らないが、非常に大きなカ

ット量が得られるというご意見をいただいていますね。私はとても

信じられません。ここに書いてあるとおりで、私もこの絵が出る前

に、大体２０分の１、もっと以下だと。数十分の１になるだろうと。

これは高さの差を考えれば、当然すぐ出てくる数字です。それは２

回か３回前に、私はそう申し上げたはずです。開発局は真面目です

から、それを最大限にやるためには、ああいうふうに階段状に水を

ためるような、そういう絵を描いて、ちゃんと面積を拾ったら２０

０万ｍ3しかたまらないと。これは私の感覚とずれていません。そ

ういう意味では、ここにもっと大量の水がためられるという、その

方が私はよほど不思議です。 

それから、先生はピークカットにどのぐらい効くかということで

すから、今これはボリュームで議論してもいいんですけれども、も

しもう少し正確にやりたいとすれば、ここに入ってくる洪水の形、

どうせ頭のところですから三角形しています。この三角形の形状が

どのぐらいなのかと。それさえ分かればすぐ弾けます。目の子でや
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っても、恐らく１０ｍ3/s、２０ｍ3/s、そのぐらいの量しか稼げな

いと思います。５０ｍ3/sは絶対いきません。 

 

●出羽委員 

例えば「遊水地と治水計画」内田和子さん。もちろんご存じだろ

うと思いますが、本州の例ですけれども、幾つかの遊水地で、例え

ば容量が２９０万ｍ3、それで計画調節量が２４０ミリとか、それ

から３３０万ｍ3で計画調節量が２６０ミリとか、そういうのがい

くつもあるのですよね。ですから、今の流れ込む量のあり方とか、

そういうことはあるんでしょうけれども、それをちゃんと計算して

いただきたいんですけれども。そういう資料を出してほしいと思う

んです。 

 

●井田課長 

ちょっと今ご質問の趣旨がよく分からなかったので、聞き取れな

かったので、ちょっともう一度お願いしたいと思います。 

 

●出羽委員 

サンルダム地点で、遊水地をつくった場合に、貯留量が２００万

ｍ3だということを出しました。その場合に、ピーク流量のカット

量がどのぐらいになるかということです。それはほかの遊水地案の

ケース２と３がありますから、それは恐らくサンルダムと同程度の

効果ということでしょうから、トータルとして３００ｍ3/sのカッ

トということなんでしょうけれども、それぞれの場所でどのぐらい

面積と深さ、貯留量があってカット流量があるのか。そういう資料
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を出していただくと分かりやすいんじゃないか、比較がしやすいん

じゃないかということなんです。 

 

●清水委員長 

要するに、ダムでやるような計算で、流入量がどのぐらいで、貯

留の時間がどれだけで、放流量がどれだけでというような計算をし

ろとおっしゃっているんだと思うんですけれども。でも、容量自体

がほとんどないので、恐らく黒木先生がおっしゃった、事務局がお

っしゃるように、ほとんど効かないと思いますけれども、私も。 

 

●出羽委員 

ですから、それが２０ｍ3/s、３０ｍ3/sなのか５０ｍ3/sなのか。

だからそれは遊水地をどうとるかによって、また状況は違ってくる

と思うんです。 

 

●井田課長 

全体計画で議論をさせていただくと、ダム地点で７００ｍ3/sの

うち６１０ｍ3/s、固定的だということは、フルプラン案なんです

けれども、状態で６１０ｍ3/sカットするということです。単純に

考えると、容量が２０分の１ですから、フルプラン案で３０ｍ3/s

ということに、単純に考えればなると思います。それは目標とする

洪水の規模に応じて、その数字は若干変わりますけれども、容量的

に見ると、効果は２０分の１程度と。 

 

●清水委員長 

容量の比が効果の比ということですよね。 
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●井田課長 

はい、基本的な洪水の量としては。 

 

●清水委員長 

それ容量ですからね。それでよろしいんですね。 

 

●井田課長 

はい。 

 

●清水委員長 

時間もそろそろ、前回休憩をとらなくて批判があったので、大体

半分ぐらいになったので、１０分ぐらい休憩をとりたいと思います

けれども、治水と利水の方まで入ってきてしまったんですけれども、

利水の方も考えると、やっぱり遊水地ではちょっと難しいかなとい

うような方向にはなりつつあるような感じだと思います。 

休憩を１０分ぐらいとりまして、利水の方も含めて議論に入って

いきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

（休 憩） 

 

●清水委員長 

大体１０分たちましたので、引き続き議論していきたいと思いま

す。 

治水につきましては、治水だけを考えると、遊水地でもという話
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もありましたけれども、利水も考えると、容量的にはダムの方がい

いんじゃないかというような意見もございました。利水について、

もう少し引き続き議論を進めさせていただきたいと思います。 

どなたからでもよろしいんで、何かございますか。利水の必要性

とかという議論もございましたけれども、その辺も含めて。 

 

●梅津委員 

何回目の委員会か忘れましたけけれども、私、申し上げたことあ

るんですが、私は農業ということで利水の立場、私だけかなと思う

んですが、実は岩尾内の話もしました。そして名寄川のことを、改

良区という立場のエリアの中で、渇水ということで、非常に困って

いる時期が、その年の気候条件によって千差万別なんです。それで、

更にまた今年の冬の異常気象的な状態、更には温暖化の話も聞きま

すときに、貯水能力のあるダムというものをつくっていただきたい、

そのように端的に思っております。そのことがこれからの農家も安

心してやれますし、また地域の住民の人、更に利水でなくて、いろ

いろな無水地区もあるというような話も出ておりますので、そのこ

との解決、更には親水派の皆さん方にも、このことによって親しま

れる天塩川というものが構築されるではないかな、そのようなこと

を考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

●清水委員長 

利水だけではなくて、無水地区の解消とか、ほかの理由とかとい

うお話もありましたけれども、酒向委員はいかがですか、その辺。 
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●酒向委員 

農業において、無水地区というのはすごく問題だと思います。そ

れはいろんな意味で予防もありますし、やっていただきたいと思い

ますし、また、前半言っていました、天塩川において、水稲という

のは北限があるので、その水の量というのは、やはり上流域に主に

限られてくるのかなと考えます。 

前半から発言しなかったので、ちょっと続けてよろしいですか。 

前回の委員会のときに、私、この遊水地のことに関しては資料要

求いたしました。そして今回出していただきました。それを見て思

うんですけれども、以前にも発言したことあるんですが、治水のパ

ターンです。３パターンあって、名寄川だけに遊水地をつくるとい

うことは、優良な農業用地をつぶすということでも、ちょっと極端

だという発言をしたこともございますし、今回の資料を見ても、名

寄川というのは砂利とか礫が多いものですから、名寄川の遊水地に

外水を入れたときには、このように十勝川の例を見るような感じで、

多分砂利が入るだろうと。これは私、実際川でいろいろ見ている関

係で、こういう可能性はあるなと。というのを踏まえてケース２の

案はどうかなと。３案はちょっと砂利の礫が多過ぎる、入るぞと。

２案ではどうかなと今考えているんですが、その中で、今回いただ

いた１６－０－１の図とか写真とか、１６－０－２とかというのを

遊水地の案になるような場所かなと思うんですけれども、そういう

ところも今回提示いただきました。そうすると、また天塩川の例で、

下流域に行くと水稲がないんですよね。水稲がないということは、

水を入れたときに耐えられる畑では余りないなというのも、ちょっ

と今回の資料で、水稲だと耐えられるというようなお話も伺ったの
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で、畑作の部分では、ちょっとこの辺ではきついなと。ほかの部分

の遊水地になる場所があればなとまた思っている次第です。 

そして、先ほど話出ましたサンルダムです。ここの湛水のまた有

効利用で考えたらどうかという部分が今出ました。このときに小さ

な湛水施設をいっぱいつくってというのも、可能性のうちなのかな

と一つ思いました。 

しかし、ここで今度名寄の水道水、上水の問題を今度考えてくる

と、上水が３，０００ｍ3/日何ぼでしたか、規模が。そうすると、

それだけで見ると、結構大きい湛水施設になるのかなと。実際ここ

で出ている遊水地の寄せ集めでも２００万ｍ3ということで、上水

をもし堤体の高さでいくとどのぐらいになるのかなというのが、一

つ今疑問に思った次第です。 

そんなので利水の部分と治水の部分を兼ね合わせて考えていかな

いと、どうしても次にいけないと思います。遊水地と、先ほど言っ

たダムじゃないんですけれども、小さい湛水案等に、サンル地区の

有効利用にしても、どこか妥協点を探していくような作業になると

思うんです。それがどのぐらいの妥協点になるか分からないんです

けれども、そういう意味でいろいろな治水、利水、環境を進めてい

かないと、この地区の有効利用の大きさが今度分かってこないなと

思うんですけれども。そんなので、できたら次のステップにいって

ほしいなと思います。 

 

●清水委員長 

今ケース２ではという話がございましたけれども、今遊水地なん

ですけれども、利水はどういうことになるんですか、ケース２の場
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合だと。 

 

●井田課長 

遊水地ですから、農地が広がっているということで、確かに名寄

川につくるのか、本川につくるのかということで、バリエーション

をケース２、ケース３と設定しておりますけれども、いずれにしろ。

正常時に農地としてその土地を有効に活用するということになると、

そこに水をためるということはできませんから、上水道、もしくは

不特定容量と私ども呼んでいるんですけれども、環境用水だとか既

得の工業用水、かんがい用水の利水のために、渇水時に補給すると

いう機能を持たせることはできなくなります。 

 

●清水委員長 

全くできないということですか。 

 

●井田課長 

はい。 

 

●出羽委員 

利水の場合は、水道水源と発電ですよね。水道水源の場合、この

前お話ありましたけれども、取水量が３，７００ｍ3/日から１，５

１０ｍ3/日、半分以下に減ったということで、その理由が、風連が

合併して、地下水であったのがそこへ補給するということと、名寄

の駐屯地ですか、もう一つは。そこへ補給するということというふ

うに聞いていますけれども、その辺の経過とか分かれば。その辺を

もう少し確認しておきたいんですが。なぜそこがつけ加わったのか
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ですね。 

 

●井田課長 

名寄市の水道事情については、日量３，７００ｍ3から１，５１

０ｍ3の方に再評価を行って、そちらの方に見直している作業を進

めているというように聞いております。３，７００ｍ3/日から１，

５１０ｍ3/日ということで量は減るんですけれども、量は減るけれ

ども水源として貯水池が必要だということで、サンルダムの方に水

資源開発を考えているというように聞いております。 

では、どのように再評価されて、詳細のところまでは、水道事業

者の方で適切に算出されているというように考えております。 

 

●出羽委員 

それはある程度つけ加わったということで、それがないと困ると

いいますか、風連にしろ名寄駐屯地にしろ。その辺の事情が変わっ

たということなんでしょうか。 

 

●井田課長 

当然水道事業を見直す中で減るところもあるでしょうし、増える

ところもあると。それを適正に水道事業者の方で見直しして、その

結果として３，７００ｍ3/日から１，５１０ｍ3/日に減量というこ

とで、その内訳、増えるものもありますし、減るものもあるという

ことだと思います。おっしゃるように、ちらっと風連町の地下水に

依存している分を、表流水の安定した取水に振りかえるだとか、自

衛隊の話等は聞いておりますけれども、そこの中では、当然増える
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部分もございますし、減る部分もあって、アウトプットとして、３，

７００ｍ3/日から１，５１０ｍ3/日になっているというように聞い

ております。 

 

●出羽委員 

といいますのは、前川さんも先ほど言いましたけれども、利水部

分がほかの方法で賄えないのかということがベースにあって話して

いるわけですけれども、僕はそれをもとに話したのは新聞記事です

けれども、その２つがあれば、給水人口からいえば足りているんだ

という、新基準ですけれども。そういう話もありますので、別な方

法でそれを賄えないのか、そういうことを探れないのかということ

が一つです。 

それから、農業用水、これも聞いた話ではあるんですが、たしか

中名寄下の方で、水不足が実際に渇水期に起こるという話も聞きま

した。それは何らかの方法で解消をしていかないといけないんだろ

うというふうに思います。その方法にどんな方法があるのか。ダム

はもちろん一つだろうと思います。ダム自体にはないですから、い

わゆる正常流量ということなんでしょうけれども、話を聞きますと、

ポンプアップして揚げていると。ただ、渇水で容量が少ないとなか

なか揚げられない。ため池が小さいとか、もう一つは用水路が転換

作物へ行く水と水田に行く水が過去のままになっていると。だから

そういう水をどう分配するか、用水路のあり方によっても違ってく

るんじゃないかという話もちょっと聞いたんですけれども、そうい

ったダムではなくても、ほかの方法でも水不足を解消できるという、

そういう方法がないのかということを、もう少し実態はどうなのか
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ということを知りたいんです。 

 

●黒木委員 

農業の形態が変わって水の利用の仕方が変わってくる。これは当

然あることですが、これは農業サイドで考えるべきことであって、

ここの流域委員会で考えることではないと思います。河川管理者と

すると、取水をすることを認めた量が安全に取れるように努力する、

この義務があると、それだけです。 

 

●清水委員長 

もうちょっと詳しく、申しわけありません。 

 

●黒木委員 

現実に前に出していただいている資料でも、正常流量として名寄

川に要求されているかんがい期で６ｍ3/s、非かんがい期で５．５

ｍ3/s、これがこのぐらいあれば、農業の方にも一応安定して水が

取れるよというふうに考えていただければいいんだと思います。そ

れに対して、１０年に１度起こるであろう渇水が、その半分程度で

す。２．５８ｍ3/sということは、しょっちゅう水が足りなくなっ

ていると、そういう現状があるわけです。これを解消して、河川管

理者が、これだけの水は取ってもいいよという認めた量を取れるよ

うにしてあげたい、それが６ｍ3/sなわけです。そのためにダムか

らの補給が必要であると。これは農業者は別にこのためにお金を払

う必要はないわけです。認めた量であるから、国として責任を持っ

て、それだけの量を補給してあげたいと、そういうことで決まった
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量だというふうに私は思っております。 

 

●出羽委員 

ちょっとまだ、形の上では、そこまで話をここで広げる必要はな

いんじゃないかということなのかもしれないんですけれども、ただ、

農業用水としての１日の取水量が変わるわけではないわけですね。

流量が増えることによって、農業用水が得やすくなるという意味な

んでしょうけれども。ということは、農業団体の方からそういう要

請があるから、そういう利水をダムにつけ加えるという経過がある

んだろうと思うんです、当然。ですから、そこに対してほかの方法

がないのかということは、僕らここで決めるわけでも何でもないで

すから、それは農業団体の方が中心になって考えることですけれど

も、やっぱりそういう要請とか実態というのを、ここで考えてもい

いんじゃないかと、僕は思うんですけれども。 

 

●黒木委員 

ですから、それは農業が、地域が決めることであって、この委員

会で議論、議論はいいとしても、決められることじゃないわけです

よ。今決めなきゃいけないことは、利水といって、どれだけ取って

いいというふうに権利を認めた、国がですね。それを満額取れるよ

うにしてあげましょうと、そのためにどういう方策があるか、ここ

で議論すれば、私はいいんだと思います。放っておけば、要はしょ

っちゅう水が足りなくなって、権利量としては持っていても、水が

取れない。そういうことになる、だから何とかしましょう、そのた

めの解決策としては、一応、今はダムが最有力であると、そういう
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ふうに思っております。 

 

●出羽委員 

ということは、ちょっと乱暴な意見かもしれませんけれども、僕

はやっぱりそいう渇水の水不足があれば、それはやっぱり解消して

いくということが必要だと思いますけれども、でも逆に言うと、じ

ゃ、ダムではそういうことを考えませんと、利水に関してね。その

地元の農業団体なり、そこで何らかの別な方法を考えてくださいと

いうこともあり得るのかということです。 

 

●清水委員長 

それは、いかがですか。例えば、水利権として認められても、実

際、川に行ったら全然水がなくて、国はそれでダムを造って補給す

るというんでなくて、それは農業団体の方で考えてくださいという

ような、もしそういうことになるとしたら、いかがですか。 

 

●梅津委員 

どうでしょう、川に水がなかったら考えようないですよね。どう

考えたらいいのか、ちょっと、そこら辺理解しかねるんですが。 

 

●清水委員長 

何かほかの方法を考えてくださいというようなお話を今されたん

ですけれどもね。 

 

●梅津委員 

基本的に、川に水が流れなかったら考えようがないですよね。地
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下水しかないんですけれども、地下水では、当然賄い切れません。

１０年に一遍ずつ、水利権というものを更新しながら権利をいただ

いているんです。その権利も足らないぐらいだということで、先ほ

どから私、意見を言わさせてもらっているんですけれども、水がな

かったらちょっと、どの方法がよろしいか分かりません。 

 

●田苅子委員 

昨日、大分遅い時間ですけれども、テレビで「地球環境は今、危

機」ということで、アメリカの自然科学者だったと思うんですけれ

ども、随分、地球問題を取り上げて、温暖化によって、１００年後

地球がどうなるかという、大変な危険なことを、みんなの前に具体

的にデータや何かを示しながら言っておりましたですね。その時に、

今、大干ばつ、大渇水と、それから大洪水と、今アメリカで起きて

いるハリケーンの問題なんかですね。もう予測しがたいことが、こ

れから我々の周辺で起こってくるということと、それから、あれは

南米だったでしょうか、小さな島が今どんどんと水没していってい

る状況ですね。ですから、これはもうやっぱり、北極の氷がどんど

ん解けていっていることから始まって、自然環境が大きくさま変わ

りするというふうな中で、今、仮にダムは要らないんだとか、いろ

いろありますが、その中で私は、前に申し上げましたけれども、ア

マゾンの大熱帯林が１００年後には完全に焦土化してしまうだろう

と、そういう言い方ですね。今は、前にも話したように、あのアマ

ゾンの熱帯林を守るために、ダムを要所要所にたくさん造って、そ

して大干ばつ期になったら、そのダムから水を流して雲を作って、

あの熱帯雨林を守っていると。それすら、もうだめになってしまう
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というふうな大変な話がテレビで放映されておりました。 

私どもは、ここで自然環境のことを真剣に議論することは大変結

構なことで、川に生息するサクラマスのことも大事だし、単にサク

ラマスでなくて、カジカのことだって考えなきゃならないんでない

か。それは、生物というもので生息しているものに対する私どもの

目の向け方だと、私はそんなふうに思っております。 

それから、そういうことになってくると、今そんな自然環境が、

地球が全く大変な時代になってしまうんだということになった場合

に、もっともっと我々の自然を守っていこうという視点というのは、

単に川だけの問題じゃなくて、周辺にいっぱいあるんだと。もっと、

その方が大事だということも、あるいはあるかもしれない。私はそ

ういうぐらいの大局の中で、やっぱり余りある部分にこだわりの時

間で、つぶしてしまうんじゃなくて、そんな視点の中から、自然と

いうのは、そしてまた予想しがたい、大きな変化がいつも起こって

くるんだということも視点に置きますと、最大限、それらに備えた

準備は必要ですけれども、しかし、それともパーフェクトにそれに

応えていけるものではないんだということになると、もっと今の現

実の困っている状態に、治水というものも非常に大事なんですけれ

ども、今言った利水の面では、やっぱり、ここで改めて、じゃ水源

を求めて、また同じようにダムを造るとか、そんな議論ではないは

ずだと私は思っておりますので、参考までに、そんなことも頭に置

きながら、私は議論を進めていただければと思っております。 

 

●清水委員長 

水源を確保するなんていう話ではないと。 
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●肥田委員 

結構、専門的なことが飛び交ってたものですから、なかなか。 

基本的には、やっぱり治水、利水、両方考えても、どう考えても、

私はダムしかないんじゃないのかなと。まず、やはりこの地域、基

幹産業が農業であるということ、やはり農業を守らなければならな

い。また、利水の部分では、名寄さん、また風連さん、水が全然足

りない。それと農業用水も足りない。それとあと、やはりこの地域、

今これだけ経済が疲弊している中では、やはり公共事業も何とか持

ってこなければならない、そういった思いも、多分、下川町さんに

も当然ありますでしょうし、これが延びれば延びるほど、やはり無

駄なお金がかかっているということも考え合わせれば、やはり何と

か早期実現というか、そういうことに進めていただきたいなという

のが、すごく私の強い願いを持っています。 

それと、利水の１つの部分で、いつも思うんですけれども、川の

関係でいろんなハード施設というか、あるんですけれども、非常に

何か面白くないというか、つまらない施設の、何かつまらない建物

しかないじゃないですか。やはりこれからは、もうちょっと遊び心

のあるような、子供だとか高齢者の方たちも含めて、行って面白く

やれるような、何かそういうことが、トータル的なグランドデザイ

ンでできれば、とっても素敵かなというのを常に感じているので、

ちょっと意見として言わせていただきました。 

 

●清水委員長 

どうもありがとうございました。 
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山口委員は、いかがですか。今の治水、利水も含めて。 

 

●山口委員 

下流部の話なんですけれども、振老地区に旧河川があるわけです

けれども、その部分は河口から約８キロぐらい上流にあることは、

ご承知のとおりなんですけれども、そこはいつカットされて、いつ

そのような旧川になったかということ、ちょっと調べてみましたら、

昭和３３年にあそこをカットしたわけでございます。私、その当時、

よく工事現場を見せてもらったんですけれども、対岸の方ばかりが、

サロベツじゃなく、こちらの方の下手の方も下サロベツという地名

になっていて、地質がほぼ、掘削した時期の地下の状況が湿原と同

じような状態であったということをはっきり記憶しております。 

それから４５年ほど経つんですけれども、その間に旧川がどのよ

うに変わったかといいますと、周りの環境とか、河川に対して手の

加わったところがほとんどないと。一方の方に、細い排水みたいな

のがありまして、ほとんど水の流動がないわけです。ここに、かつ

てシジミ貝やワカサギが生息していたわけですけれども、現在もシ

ジミ貝などは生息していると、事業所から聞いています。カットさ

れた部分であっても、生物はそういうことで滅びないで生きている

ということには、改めて驚異を感じるわけですけれども、そういう

ことで、旧河川を今一度、流れのある旧川に、どういう方法であっ

ても、ひとつ何とか対策できないものであろうか。これは、常に町

の方からも、町長に何度もこの発言をしてくれという要請もありま

して、非常に場所的にサロベツ原野が一望でき、そして、旧川、あ

るいは天塩川の一部分、そして４０基の風車、あるいは利尻冨士と



 57

いうように、非常に風景に恵まれている場所なんです、道路の方に

要望しまして、近くに駐車場が小さいながらも出来たと。これらも、

私ども一生懸命お願いして出来たわけですけれども、更にその起伏

の部分に展望台を造ってもらったら、より皆さんの憩いの場所にな

るであろうと。 

それで、石川先生の前で鳥類の話、恐れ入りますけれども、春に

一番、ヒシクイ・雁ですけれども、先陣がやって来るわけです。そ

の前に、一番先に来るのがアオサギですね。アオサギがやって来る

ころは、まだ沼が開いてません。小さな河川やなんかの縁にいて、

餌を採ったりなんかして、その次に来るのがヒシクイ・雁なんです。

このヒシクイ・雁がどんな状態が北へ帰る期間を過ごすかといいま

すと、旧河川のすぐ縁に、まだ開拓されていない部分がありまして、

面積にしたらそんな広い面積ではないんですけれども、それでも２、

３ｈａはあろうかと思うんですけれども、ここが泥炭地のままにな

っています。ここで、２００とか３００とかという数のヒシクイ・

雁が泥んこだらけになって餌を採って、そして北へ帰る日を待って

いるわけです。やがて、そこにまた、第二波、第三波の雁がやって

来て、そのころになりますというと、そこだけで餌を採りませんか

ら、雪の解けたサロベツ原野の方にも広がっていく。そういう現状

でございます。過去のことを、ちょっと時間長くなりますが、ちょ

っと言わせてください。 

それが切り替えられて当時は、どんな状況であったかといいます

と、中洲が非常に鳥類の生息に適していまして、シギ類がたくさん、

そこに渡って来ていたわけです。その他の鳥類で、珍しい、コウノ

トリの仲間でナベコウなんかもやって来たことがあります。私はも



 58

う非常に、その場所が鳥類の休息の場としては、大事な場所だとい

うふうに認識しているわけでございますけれども、どうかひとつ、

その周りの環境に合わせて、この地域を再び昔の姿と言わなくても、

もう少し、一般の人が見ても、旧河川、荒廃したままになっている

という状態ではなく、何とかもう少し環境的に手を加えていただき

たいと、このように思います。もし、それらが整備計画の中にある

ようでしたら、また教えていただきたいと思います。以上です。 

 

●清水委員長 

どうもありがとうございました。 

一部、河川環境の整備等についてご意見もいただきました。それ

は、後ほどまた議論するとして、今とりあえず、治水と利水という

ことで、利水の方まで考えていくと、どうもダム以外にほかに何か

水源を求めるというのは、どうかなというような意見の方が多いよ

うな気がするんですけれども、この辺も含めていかがでしょうか。

地元の方とか。 

 

●田苅子委員 

また記憶にとどめて議論していただければと思うんですけれども、

先ほど梅津委員の方から、水がなかったら話にならんという話があ

ったと思うんですよね。 

考えてみますと、これから日本の国も食糧自給率、カロリーベー

スで４０％、本当にこれで、ずっといっちゃうだろうかと。今、中

国の食糧事情だとか、アジアの人口の爆発的な増加だとか考えます

と、食糧危機は必ずやって来ると。今の日本の状態は、水の輸入国
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ということが言われているわけですよね。食糧を生産するんだった

ら、それだけの水がというふうに。そうなった場合に、大干ばつや

なんか、洪水の危険もありますけれども、干ばつ等々を考えていく

と、やっぱり水のストックというのは、何らかの形でやっておかな

かったら、私は大変だと。最も治水でいろんなことを考えていくこ

とも大事だけれども、まずはそこら辺に視点を、しっかり軸足を置

いておいて、河川の治水の関係やなんかをしっかり議論して、これ

らをいかにして、何かがあったら、それをフォローしていくかとい

う、こういう視点で私は、これからの最後の議論を、そういう方向

で結んでいただければ、気持ちよく私も明日からまた、今度の会議

に出て来れるなと、こう思っているんです。 

 

●井上委員 

詳しい内容までちょっと分からないんですけれども、報道等を聞

いた情報でちょっと述べさせていただきたいと思いますけれども、

名寄川のほうに浄水場があります。そこで浄水したのを、恐らく来

月合併する風連町にも流すことになるんでないかと思いますけれど

も、今現状で、夏場の渇水期のころには、水の量が減って、それで

浄水の処理費用の方も高くなるという話を聞いているぐらい、夏場

は水が少ないという話を聞いていますので、そういうことで考える

と、やはり遊水地では適さないので、やっぱりダムによる整備とい

うのが必要でないかなというふうに思っています。 

今日、ずっと会議を聞いている中では、何でダムがだめなのかが、

どうもまだ私は理解できないんです。何で遊水地がいいという意見

がいつまでもあるのかが分からないんで、もしあれであれば、逆に
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ダムがだめな、恐らく環境の問題なんでしょうけれども、ダムがだ

めだという部分を、もうちょっと議論していただいた方が、逆に私

の方も理解できるのかなというふうに思っています。 

 

●清水委員長 

ありがとうございます。 

大体、そういうような意見で、利水については、大体意見が出尽

くしたような感じなので、今日は前川先生の方から、環境に関して

資料も用意していただいているようなので、環境問題についての方

に移ってよろしいでしょうか、議論を。 

それじゃ、なぜダムがだめなのかというようなことになるのかど

うか、ちょっと分かりませんけれども、環境問題の方に移っていき

たいと思います。 

 

●前川委員 

環境問題というか、これは流域懇談会のときから、結論として、

どういう結論が出たかというと、天塩川は比較的原始の、比較的で

すけれども、原始の形をとどめていて、それを守る、あるいは発展

させようという話とともに、少なくとも生物については保全してい

きましょうということで、ほとんどここにいらっしゃる方がメンバ

ーで作ったんですね。あの提言は大変いい提言で、僕はいいなと思

っているんですが。 

その中で、天塩川を代表する生物として、サクラマスがあり、そ

のサクラマスをちゃんと守っていきましょうという提言も、その中

に入れたんですね。残念なことに、もう既にここでは、絶滅したキ
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ャビアで有名なチョウザメというのがありますが、それも将来は、

チョウザメも含めて復元していきましょうというようなことまでも

入れたわけです。ところが、今日はサクラマスと、もう１つ大事な

アメマスという魚について、僕自身がちょっと調べてきたので、話

をしたいと思って、ここへ持って来たんです。 

今、どういう現状にあるかということです。これは、サクラマス

というのはどういう生活をしているかというのを、ちらっと簡単に

話していきますが、川で生まれて、それも上流部で生まれて、海に

下りて、海に１年間だけいて、それでのぼって産卵します。産卵場

所が上流だということが大変重要なキーポイントなんですね。後に

出てくるアメマスも、ほとんど同じような生活をしていまして、も

っと複雑な生活を実はするんですが、もっと上流部に行って産卵す

るというところが基本的に違うというところだけお話しして、次お

願いします。 

これは、北海道沿岸のサクラマスの漁獲量です。この資料は北海

道の統計資料です。縦軸が漁獲量で、トンであらわしていますが、

１９７０年代から２００２年までの統計を棒グラフにしてきました。

今大事なのは、柿色というか、日本海というふうに下に書いていま

すが、その色で色抜きされているところなんですね。１９７０年か

ら７６年ぐらいまでは、比較的安定した漁獲量だったんですが、あ

る時、１９７８年あたりから急激に減ってきます。その減り方は、

ずっと今も減っています。２００２年も、これは統計的に、僕らよ

く統計的という言葉を使いますが、統計的に優位に下がっています。

ところが、ほかの地域は、顕著なそういうことはないんですね。要

するに、日本海で顕著な減り方をするために、全体をトータルで減
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っていくというような、こういう状態なんですね。 

ところが、最近、サクラマスというのは、こういう状態にあるも

のですから、昔から積極的に放流が行われています。ここで何が言

いたいかというと、すごいたくさんの放流をしているんですが、漁

獲量に、例えば日本海に物すごく放流しているんですが、その資源

が回復していかないんですね。どんどん減る一方なんです。 

これは、別の表現で、サクラマスの１８年間ですが、この折れ線

の日本海のところ、青色で見てもらえば分かるように、これ顕著に

どんどん減っているんですね。ほかのところはそれほどでも、顕著

じゃない。 

これは、ちょっと余りあれなんですが、でもこれも道の資料、イ

ンターネットから引っ張ってきたやつなんですが、ダムの事業費を

折れ線グラフで入れたんですね。そうすると、１９７５年ぐらいか

ら８０年代にかけて、物すごいダムの事業費が増えています。これ

は、ダムは僕は全部がだめだとは言いません。ダムが必要な時期に、

幾つか電気も必要だったでしょうし、だと思うんですが、しかし正

直に見てもらうと、ダムの事業費が伸びると、それをきっかけにし

て、サクラマスがどうも減っているらしいということが、これも実

は、もっとこれはきちっとした統計的な処理が必要だと思いますが、

どうもこれ因果関係があるらしいと。このダムの事業費は、国の貯

水ダムですね。いわゆる砂防ダムとか治山ダムのようなものは、こ

の中に入っていません。本当は実はそっちの方が大きいのかもしれ

ませんが、次お願いします。 

これは、流域懇談会のときに開発局の方に調べていただいて、そ

れが資料として、皆さんも持っていると思うんですが、今天塩川に
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ある砂防ダムと治山ダムが書かれています。赤色とブルーで書かれ

ているんですが、これは下流部です。 

これは、上流部で、物すごいたくさん造られています。これも実

は、７０年代からたくさん造られました。これは皆さん、よくご存

じだと思います。ところが、サンル川の付近を見てもらえば分かる

んですが、砂防ダムがあることはあるんですけれども、砂防ダムあ

るいは治山ダムですが、あることはあるんですが、大変少ないんで

すね。そこで、次お願いします。 

実はこれ、１９７７年に僕自身が名寄川の下川町部分を調査した

ことがあるんです、魚を。このときに、実はたくさんヤマメもいて、

これいい川だと思ったんですが、上流部には、ここでちょっと話違

いますが、アメマスがいっぱいいるんですね。僕も実際つかまえて

います。実際、今はどうなのか、僕もよく分からないんですが、次

お願いします。 

これは、天塩川の本流で名寄市内です。これも１９９７年に僕自

身が実際に調査した、そのマルを書いているところが、ここで魚を

捕りましたよというところなんですが、実はここは、全くアメマス

が捕れません。もう絶滅したんでしょう、きっと。それが何が悪さ

をしているかというと、次お願いします。 

これなんです。これも全部がだめだと言っていません。 

砂防ダム、魚道あるんですが、魚道に水が流れています。こうい

う魚道を造ったことはいいんですが、何が言いたいかというと、魚

道が働いてない。要するに、昔の砂防ダムのようなものがいまだに

造られているという、こういう現状があります。 

そこで、僕が言いたいのは、これで見せたのは、まず１つ、サク
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ラマス。大変減っている。そして、こういう砂防ダムが非常にたく

さん造られているという現状の中で、サンル川が大変重要な資源を

供給する場所になっているんですね。それが大変大きい。 

それから、もう１つ、もしサンルダムが造られた場合には、イワ

ナにも大きな影響を与えるかもしれない。多分、影響を与えると思

います。問題点をここで言っておきますが、まず１つ、魚道です。

魚道が考えられています。大変立派な魚道で、実は何ぼお金がかか

るのかも実は知りたいところなんですが、実はあれが有効に働くか

どうかは、全く分かりません。実際には、あのぐらいの大きなもの

を造るんであれば、僕はやっぱり何年か時間をかけて実際に有効で

あるということを示すべきだというのが僕の意見です。実際にそう

いうことできるかどうか分かりませんよ。よく働いたということで

あれば、ひょっとしたら、少なくともイワナとかサクラマスに対し

ては、大変いいものになるかもしれない。それを造ってから、これ

働きませんじゃ、やっぱり今は困ると思うんです。だから、そこの

ところを僕は言いたいんですね。 

それと、もう１つ、これは問題点ですが、開発局が魚道を示され

ました。あれも実は大変大きな問題があって、あそこは今日はもう

話しませんが、不思議なことに、あそこで資料として出されたのは、

結構有効だというふうに出されたんですが、今度のサンルダムでは、

それが有効なはずなのに、それを使ってないんですね。これが不思

議でしようがない、僕は。だから、多分、構造上無理なんでしょう、

きっと、大き過ぎて。そうじゃないのかな、よく分かりません

が・・・・ 
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●清水委員長 

二風谷ダムの状況ですか。 

 

●前川委員 

そうです。だから、今の問題を考えると、僕はやっぱり、今まで

利水とか考えられてきましたが、やっぱりこのサンル川については、

ダムは大変、もっと考えるべきというか、慎重であるべきというよ

うに僕は思います。済みません、長くなって。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。 

皆さん、ご意見お願いいたします。 

 

●黒木委員 

サクラマスが一番の問題になるだろうなと、それは思っておりま

したけれども、近年の漁獲量の低下がどこに起因しているのか、こ

れはもう少し調べてみないと分からないんでしょうけれども、ああ

いう砂防ダムにつけた魚道が機能してない。これはよく指摘されて

いることで、これ問題ですよね。せっかく河道の本川の方でいろん

な努力をして、上に上げる事業を全国的に展開をしている。それな

のに、支川に入っていくと、ああいう状態になっている。これは管

理者が別ですから、本来はみんなで努力しなきゃいけないんだけれ

ども、その部分で努力が足りないということは事実だと思います。

今後、それを改善することで、じゃ支川にもっと昔のように、魚が

のぼっていって産卵をするということが起こり得るんじゃないのか

なと、まずそれは期待を私はしております。 
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それから、砂防ダムについてはそうですし、それから、今、二風

谷ダムの魚道の例をお挙げになった。ちょっと意味が分からなかっ

たんですが、あそこは低いダムですので、高々堤高が１０ｍちょっ

とくらいですから、水位追随で随分大袈裟な魚道をつけましたけれ

ども、ここも魚道をつけないとは言っていないわけですね。少し長

くなりますが、魚道延長ですね。自然型の魚道をつけたいと、そう

いうふうに言っていますので、それの効果に期待をしたいなと、そ

んなふうに思っております。 

 

●前川委員 

この図とか、一連の図は、プライオリティーの問題で、どこかに

引用されたり、今の段階ではちょっと控えて欲しいと思います。済

みません。 

 

●井上委員 

日本海側だけ、計画に入っていますか。 

 

●前川委員 

まず１つは、大きな川、２つありますけれども、これがもともと

は、これは想像です。想像ですが、大きな川、天塩川と、それから

石狩川、これが実は大変重要なサクラマスを、小さい川もいっぱい

ありますけれども、多分大きな資源量を抱えていたんだと思います

が、ご存じのように、天塩川がこういう状態になっちゃって、ある

いは、石狩川に関しては、ほとんど今のぼってない、というような

状態で、天塩川がやっぱり大変重要な位置に残っていて、これだけ
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を支えているといったときには、これは全ての川の合計ですので、

天塩川だけとはもちろん言いませんが、大変重要な位置にあること

はたしかだと、僕は認識しています。 

 

●出羽委員 

僕は旭川生まれですから、子供のころは、支流の忠別川でサケが

のぼってくるのを毎年見ていましたし、それから川でよくヤマベを

釣っていましたけれども、あそこは恐らく昭和３９年の深川の旧花

園頭首工の改築でのぼれなくなって、魚類は絶滅したと。最近は改

修して魚道をつけて、少しのぼってきていますけれども、それは非

常に基本的に大きな問題だと思います。 

もう１つ、これは前川さんに聞きたいんですけれども、魚道が効

果を発揮するかどうかというのは、検証してみないと分からない。

前に開発局から出された二風谷ダムの資料、あれを見て、やっぱり

減っているんですよね。減ってないんだというふうに説明されまし

たけれども、２回目の調査地点ごとに出された、あれ計算してみて

も、増えているところが、調査地点が４ヵ所ぐらい、ずっとあるん

ですけれども、数字がある。基本的には減っているんです。 

もう１つは、あそこも放流をしていますから、その影響がどうな

っているかというのを考えると、もっと減っている可能性あるんで

す。ですから、どう考えても、魚道というのはよほど慎重に考えな

いと、ダメージを与えることは間違いないというふうに思います。 

それから、もう１つは、稚魚が降下する問題。というのは、今回、

いろいろ講演会を聞いたり、調べますと、降下の問題がもう１つ大

きいという点で、この辺、もう少し前川さんの方から、その辺の問
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題点、話していただければ、分かりやすいんじゃないかと思います。 

 

●前川委員 

降下の問題は、ちょっと僕は分かりません。本当は、これも調べ

れることなので、調べればいいと思いますね。やっぱり調べるべき

だと僕は思います。 

それから、のぼる方、これはもう完全に未知数ですね。誰も、こ

れは絶対大丈夫ですよと言えないんじゃないでしょうか。ひょっと

したら、いいかもしれない。でも、全然だめかもしれない。こうい

うときは、やっぱりちゃんと調べるべきだと僕は思います。それ調

べた方がいいという理由は、やっぱりお金が大き過ぎると。だめだ

と言ってから、ダムをつぶすわけにはいかない。あんな物すごく大

きなものを造って、それはもう、そうはいかないですね。それがま

ず１点です。 

それから、これは専門家に伺った話ですが、きちっと降下してく

れるかどうかが問題だというんですね。今、二風谷のサクラマスが

ちゃんと降下しているみたいですね。魚道なりを通ったりして。下

のほうに下りていく。のぼる魚もいると。それはどうも、たしから

しい。ところが、あそこのダムは少しずつ水が流れている。貯水し

ているんですが、その貯水している水が少しずつ流れている。そう

いうような場合のときには、実はアメマスとかサクラマスというの

は、その流れに乗って、比較的下り口を探しやすい。ところが、今

回のサンルダムの場合には、基本的に、もちろん水は流すところは

ありますけれども、基本的に流れが大変緩やか、そういう構造らし

いですね。これは確かめなきゃいかん。その場合には、サクラマス
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とかアメマスというのは、出口を探すのがえらい大変だと。だから、

偶然探した場合には下りていくでしょうけれども、探せれない個体

はどうなるかというと、今度は一生、湖で暮らすようになります。

これはアメマスもサクラマスも、湖でも暮らせるんです。それが水

たまりであれば、ちゃんとした。それを海代わりにして。だから、

出るところがちゃんと探せれない場合には、そこで今度は生活期間

を終えるようになります。 

だから、それでいいというんであれば、それはもういいんですが、

ここの魚は海への資源として、あそこのサンル川は、海へ行く、こ

れらの魚を資源を、ここで維持しているとしたら、これはそういう

ことになると、大変大きな問題になるでしょうね。 

 

●清水委員長 

今、魚道の構造とか設計とか降下という話、疑問点が出されまし

たけれども、実際設計をした開発局としてはいかがですか。 

 

●井田課長 

まず、幾つかご指摘のあった点ですけれども、４８－１１－１を

お願いします。参考資料の４８－１１－１です。 

こちらは、以前ご説明した二風谷ダムの魚道の構造です。こちら

の方は効果があるけれども、サンルダムの方は、堤体の高さと条件

が違うのではないかというご指摘だったと思うんですけれども、こ

こは階段式の魚道で、勾配、およそ１０分の１です。潜孔といって、

ちょっと見づらいんですけれども、底生魚のために、ここの壁の部

分で、水深を確保する壁のところに穴があいていて、そういった仕
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組みになっておりまして、基本的な勾配だとか、こういった仕組み、

階段式で水深を稼いで、流速を適切に管理して、魚が上がれる遡上、

降下する道を確保するという基本的な考え方は、ちょっとサンルの

方の図で、４８－７なんですけれども、こちらの方は手で描いた絵

になっているんですけれども、基本的な構造は、堤体のここの部分

を抜くか、ここの部分を抜くかというのは、違いはあるんですけれ

ども、高さも当然同じではないんですけれども、大体勾配１０分の

１ぐらいで二風谷の方は造っておりまして、こちらでも大体同等の

勾配、水深、流速等を考慮して、魚ののぼれる道を確保するという

基本的な考え方は同様です。当然、場所場所によって地形と違いま

すから、魚道の位置等は異なっております。 

それと、もう１つは、幾つかあったんですが、放流魚が混じって

いるのではないかというご指摘です。ちょっと前回、環境のところ

までいかなかったんで、準備はして、資料集には挟まさせていただ

いていたんですけれども、ちょっと説明する時間がなかったので、

今回、ご指摘があったので、ご説明したいと思います。 

まず、生息密度の調査なんですけれども、重なるんで、手短に説

明したいと思います。 

このような生物の一連区間について、毎年６月にサクラマスの稚

魚の生息密度の調査を行っております。先ほどの図に戻ってくださ

い。 

こちらが、平取町の方では、当歳魚の稚魚をこれまで放流してお

りました。実際調査した際の沙流川の魚なんですけれども、当歳魚

の放流が行われておりまして、例えば、これが天然魚としてのもの

です。こちらが放流魚ということで、専門の調査機関にお願いして
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いるんですけれども、例えば尾ビレが丸いだとか、胸ビレと同じヒ

レなんですけれども、そういうところが欠損している。あと、ウロ

コの形も違うといったこと、それと、体型がやはり養魚場の場合は

ずんぐりするというか、天然魚に比べて違うということだとか、あ

と体色や斑点の分布の仕方だとか、あと養殖魚の黒っぽいだとか、

そういった複数の点から見分けがつくということから、サクラマス

の幼魚、ヤマメの生息密度調査から除外して、カウントしていない

ということです。 

もう１つ、ご指摘のあった、次お願いします。 

私どもの方で、スモルトの降下実態把握を目的に平成９年から放

流を実施しております。スモルトですので、６月、融雪期に融雪水

で下るものですから、６月に行う調査以前に海域に降下すると考え

られますけれども、捕獲された場合についても、これ実際、沙流川

の方の放流スモルト、天然スモルトの違いなんですけれども、放流

スモルトの場合、やはり尾ビレが丸いだとか、胸ビレが欠損する。

あと、体型がやはりずんぐりというか、あれだと。それと、こうい

ったヒレも欠けていることがあること。体色等から、上が放流、下

がスモルトなんですけれども、見分けがつくので、サクラマスの生

息密度調査から、これらについても除外して、カウントしていない

という形になっております。したがいまして、放流魚は、可能な限

り除外されておりまして、調査の方の結果には影響ないというよう

に考えております。 

それと、４８－１１－２、お願いします。 

これご指摘のあった、以前にもご説明した図です。繰り返しの部

分があって申しわけないんですけれども、横軸が額平川、貫気別川、
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ニセウ川と合計になっています。これが二風谷の下流の支流域です。

縦軸が年度になっているんですけれども、ここに書いてあります二

風谷ダムの試験放流が、実質的にダムの堤体で魚道が運用を開始さ

れているのが、この平成８年からです。 

これを縦に見ていきますと、魚道が運用された次の年、平成９年

は４万９，０００尾ということで、比較的大きな量が確認されてお

ります。年によって下がったりしていることがあるんですけれども、

特に下がっていると見られる、例えば平成１０年、９年が４万９，

０００尾に対して、平成１０年が４，２００匹。例えば、あとは２，

８００匹に対して、１，２９５匹。また、平成１５年は、１万１，

０００に対して６８８ということで、ここに下がる特徴があるんで

すけれども、平成９年で申しますと、９年秋に、１１月に大きなち

ょっと季節外れの出水だったんですけれども起きまして、これは６

月に確認されたもので、その秋に産卵されて生まれたものが影響を

受けている可能性があって、その結果として、このように小さくな

っていることが考えられるかと思います。 

また、比較的大きな洪水、平成１３年です。平成１３年６月には、

９，０００尾見つかっておりますけれども、その秋に稚魚が影響、

産卵床が影響を受けて、２，６００に下がっていることが考えられ

ると。 

また、平成１５年の８月に、先ほど日高洪水を見ていただきまし

たけれども、出水がございまして、産卵床等や、あと河道にも大分

構造物が傷んでおりまして、１万１，０００尾に対して６００とい

うことで、ちょうど洪水の後に下がっているということから、全体

的には増えたり減ったりしているんですけれども、この結果から見
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ると、二風谷ダムによって減少しているとは考えていないという説

明をさせていただいております。 

幾つか指摘があったことについての補足説明は、以上です。 

 

●清水委員長 

今日の前半の議論では、治水とか利水のことを考えると、ダムが

いいんじゃないかという意見が結構多かったんですけれども、サク

ラマスのこととか、ほかの魚のことを考えると、例えば魚道を造っ

ても、その効果は分からない、未知数であるという意見とか、それ

に対して、開発局側としては、いや効果は十分あるという意見も、

説明もあるんですけれども、この辺、治水、利水の重要性と、それ

から環境問題、特にサクラマスの問題なども、折衷案が果たしてあ

るのかどうかあれなんですけれども、何かご意見があれば、どうぞ。 

 

●出羽委員 

もう１つ、事実関係として確認したいんですけれども、この資料

ありますね、二風谷ダム。その次で、調査地点ごとの資料が出され

ていますね。 

 

●井田課長 

４８－１１－７ですね。 

 

●出羽委員 

そうです。４８－１１－７です。これです。 

これを、放流という問題が、ダムができたのは平成９年ですから、

ただ８年と９年をちょっと除いて、その前と後で計算してみたんで
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す、調査地点ごとに。これ全部でダムの上流が１４地点あるんです

けれども、そうやって計算すると、増加した地点が４地点あります。

減少した地点が９地点で、減ってないという、変わらない数値が、

それは１ヵ所だけで、実際これ、もっと調査地点多いんですよね。

ですから、これを見ると、やっぱり減っているというふうに見た方

が、恐らく正しいんだろうと思います。 

それで、魚道をのぼっているのは確かですし、稚魚が降下してい

るのも確かみたいですけれども、でもやっぱり影響は受けているん

だろうと。それから、同じ資料を使って、ウラベさんという人が論

文を書いているんですけれども、ダムのできる前と後で、遡上して

産卵して、稚魚が降下して、また３年後に戻ってくると。そのサイ

クルに相当大きな変化が起こっている。その原因までは、たしか分

かりません。先ほど言われましたように、大水での出水で産卵床が

流されたり、それから、魚道の下ののぼり口が大水で掘られて、魚

道が使えなくなった影響とか、そういうことは確かにあるんですよ

ね。でも、全体的な現象として、まだ減っているという、そういう

影響はあるんだということは、全く機能してないわけじゃ、もちろ

んないんですけれども、それはやっぱりちゃんと確認した上で議論

を進めた方がいいと思うんですね。 

 

●井田課長 

平成８年から運用が開始されているんですけれども、それ以降、

これ気象なんで偶然なんでしょうけれども、大きな洪水が３回、そ

れまでなかったような、この表で記している、４８－１１－２とい

う年度の中で経験してないような洪水が、平成８年以降、３回、こ
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の表の中ですけれども、続いた影響は大きいと考えております。そ

の大きな洪水の後、やはり減っているというのも事実でして、洪水

の後ですね。やはり洪水の影響は大きかったのではないかというふ

うに考えております。 

 

●梅津委員 

先ほど、遡上する調査をしてみなければ分からないという話だっ

たんですけれども、下降した魚は、その川に必ず遡上するんでしょ

うか。 

 

●前川委員 

それは大変よく分かっていまして、分かっているのと分かってな

いというのがありますが、サクラマスとアメマスというのは、僕ら

専門家は母川回帰とよく言いますが、自分の生まれた川に帰ってく

る確率が大変高いんですね。ある人によると、支流まで同じ、帰っ

てくるという人もいます。普通、サケとかカラフトマスというのは、

一応母川回帰しますが、割と弱いんです。だから、この２種類は結

構強いというように、今のところ言われています。 

 

●梅津委員 

実は、天塩川の上流の方にもサクラマス、昨年の秋に結構見えた

んですね。それで、あそこは自然のヤマベしかいないのに、最近戻

って来たなということは、そういうことが、やはり自然に下って遡

上してくるという、そういう習性のものだということは、間違って

入ってきたんではないということですか。 
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●前川委員 

それは間違いじゃないと思いますが、それ天塩川のどこですか。 

 

●梅津委員 

金川とか、銀川に入っています。 

 

●山口委員 

今、サンルダムとサクラマスの魚道の設置ということが、大変、

委員の間で活発に論議されているわけでございますけれども、天塩

川の支流の方の更に支流といいますか、そういう場所に、私の知る

限りでも、かなりの古い砂防ダムが見受けられます。下の方には、

ヤマベなんかがいるようでございますけれども、到底、ちょっとや

そっとの増水では、その上流の方には、ヤマベとか、サクラマスが

のぼれないような、そういう箇所がかなりあると思うんです。そう

いう場所を、全体的に見たらサンルダムの魚道なんていうものは、

幾ばくのものでもなかろうと。全体的に、その支流のそういうサク

ラマスの遡上とか、ヤマベの遡上とかという、もう一度、その支流

のそういう砂防ダムを含めた、障害になるものがあるか、もう一度

調査して、そういうようにされたらいかがでしょうか。 

 

●梅津委員 

今言ったことは、遡上する時期も、秋なんですけれども、頭首工

が５つくらいありまして、それをクリアしてのぼっているというこ

とで、かなり元気のいい魚だなというふうに感じまして、魚道をの

ぼれないというのが、ちょっと考えられないようなところがあるん
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です。ローラーゲートばかり、というのは、ゲートを上げますと、

流れが平らになると河床と同じ高さになる、そういうところばかり

ではないんですよね。やはり堰になっているところがあるんですけ

れども、のぼっているということがあるんで、これはやっぱり相当

力のある魚なんだなということを考えられると思うんですが。 

 

●前川委員 

魚道でも頭首工でも、のぼれる魚道もあれば、構造上のぼれない

ようなものもあって、有効な魚道を造れば、少なくとも砂防ダムぐ

らいなら、ひょっとしてサクラマスなら結構有効かもしれません。

今ほとんどないので、今のうち、ちゃんとあれだけの砂防ダムを改

良して、それで上にのぼらせると、そのことだけで、資源は相当、

僕は回復するとは思います。 

しかし、今はそんな状態にはまずないということが第１点ですね。

だから、今サンルダムを造って負荷をかけると、こういう状態なの

に、もう１回、もう１つ大きな負荷をかけちゃうことになるので、

僕は心配するというのが１つと、それから、今問題にしている、砂

防ダム程度の魚道を考えているんじゃないんですよね、今回は。も

う超大で、多分、どなたもまだ経験してないような、少なくとも僕

は見たことないんですが、どこがあるのかもしれません。それがサ

クラマスに本当に有効かどうかということも含めて、僕はやっぱり

ちゃんと検討すべきだというのが、僕の意見です。 

 

●黒木委員 

事務局からお答えいただいた方がいいのかもしれませんが、私も
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気になっているものですから、魚道をいろいろ見たり、調べたりし

ておりますけれども、函館の方にあります美利河ダム、これはちょ

うど先ほどポンチ絵にありましたような、ああいう自然型の魚道と

いうことで、今は日本一長い魚道といって看板もかかっているぐら

いですが、去年の秋、相当量の魚の遡上を確認しております。まだ、

４月に、春に通水したばかりですから、これが全体の資源量として

どうなるか、これはまだ未知のところがありますけれども、一応、

ここのダムでは、先生もう１つご心配の湖沼型になるということも

考えて、上流側にフィッシュセパレーターと称する、湖の中に入れ

ないで、同じ魚道を下に通して落とすような仕掛けを造ってござい

まして、そこも一応、ダムの方に入ってはいかないということを確

認はしていると、そういう私は知見は持っております。 

ですから、全くそういうものを造ったら何でもないんだというふ

うに、私も申し上げるつもりはありませんけれども、そういう努力

をすることで、相当量、その資源の減少を防ぐことができるんじゃ

ないのかなと、また、そういう努力をしていかなければいけないん

だろうと思っています。 

それから、もう１つ、ダムの、じゃそこの場所だけで何とかしな

きゃいけないのかということも含めまして、今、梅津委員からもご

指摘ありましたように、流域全体として、多少、所掌が違うという

問題点があるような気がいたしますが、これはこの委員会の決議で、

全体にやってくださいねということで、流域全体として、資源量を

今以上に増やす、要は砂防ダム等々の遡上を確保すると、そういう

努力をお願いするということになるんじゃないのかなと、そんなふ

うに思っております。 
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●清水委員長 

美利河ダムのことについては。 

 

●井田課長 

４８－１１－３をちょっと開いていただきたいと思います。これ

は、今年度というか、昨年の４月から運用を開始した美利河ダムの

魚道です。もともと魚道の方はなくて、ダムの堤体があって、サク

ラマスがのぼれなくなっていたということです。 

諸元の方なんですけれども、以前にも説明させていただいて、重

なる部分は恐縮なんですけれども、ダムの下流に呼び水のような、

ちょっと深く水を掘って、ここに上がってくるようにして、できる

だけ自然の河川で設けておりまして、部分的に落差を稼ぐところで、

やはりサンルダムだとか二風谷と同様の階段式の部分もございます。

そして上流の方につないでいっています。 

落差としては、３４ｍ、先ほど、サンルでは２４ｍということで

すので、落差的には、そこよりも大きいということで、延長の方が

ちょっと右より小さいんですけれども、２．４ｋｍですので、サン

ルで言うと２４ｍの勾配１０分の１ですので、２００ｍから３００

ｍぐらいということで、高さだとか長さについては、それよりも規

模が大きいということになると思うんですけれども、次のページ、

ちょっと見ていただきたいんですけれども、このように、先ほど言

った呼び水の部分です。流れがここから常時入ってきて、魚道を通

じて上がっていくんですけれども、自然河川のような部分と合わせ

て、こういう階段式の部分もございます。ここは、たまたまアメマ
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スがのぞいているんですけれども、そしてこのような感じの川にな

っております。 

実際、今年度調査した結果ですけれども、このような形で、サク

ラマスが見つかってもおります。アメマスの方が多く見つかってい

るんですけれども、１回、サクラマスがのぼれないという状況にな

っておりましたので、それをのぼれる状態になって、その後、資源

がどのように回復しているかというのは、今モニタリングを続けて

いるところです。美利河ダムについては、以上です。 

それと、もう１つですけれども、流域の取り組みとして、原案の

４７ページを見ていただきたいと思います。資料１です。それと、

パワーポイントの４８－５を示していただきたいと思います。 

 

●清水委員長 

天塩川水系河川整備計画（原案）資料１の４７ページと、それと

資料の方は。 

 

●井田課長 

資料１のページ４７です。 

 

●清水委員長 

パワーポイントの方は４８－５。参考資料の４８－５ですか。 

 

●井田課長 

それで、これが天塩川流域で、サクラマス、ヤマメの分布の状態

を調査した結果です。赤の部分がヤマメとサクラマスの親と、両方

ともが確認された部分です。広く分布しております。ちなみに、青
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がヤマメだけと、そういう部分もございます。それと、稚魚の放流

実績のある川が右側ということで、そうでない川でもサクラマスが

上がってきております。基本的には、流域に広く分布して根づいて

いるということなんですけれども、確かにこういった支川の上流端

の部分で切れているところなどで、砂防ダム等でのぼれなくなって

いることも事実でございます。 

４７ページの方にちょっと記しているんですけれども、魚がのぼ

りやすい川づくりということで、サクラマス、サケ等の魚類がのぼ

りやすい川づくりということは重要だという考えに基づきまして、

写真にあるような、例えばこれは風連２０線堰堤なんですけれども、

頭首工もしくは堰堤といったものについて施設管理者と調整、連携

して、魚道の整備などの魚類の移動の連続性の確保を図っていくこ

とは重要であろうという考えに基づいて、ここに原案の方に記載し

ております。当然、設置するということと合わせて、これを適切に

河川管理者その他の施設の管理者と連携しながら管理していくとい

うことも、合わせて重要な考え方になるのかなと、このように考え

ております。 

 

●清水委員長 

これは治山・治水ダムも含まれるわけですか。山の中の、そうい

うところも。 

 

●井田課長 

済みません、どの図でしょうか。 
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●清水委員長 

先ほど、流域内にたくさん治山・治水ダムがあって、そこで砂防

ダムとかがあって、そういうところでは、サクラマスやなんかが、

みんなそういうところでのぼれなくなっているというお話ありまし

たけれども、そういうようなところ、開発局のダムでないのかもし

れませんけれども、ほかの機関と話し合いのもとで、魚道をのぼり

やすいように改善していくということも含まれるんでしょうかね。 

 

●井田課長 

当然、河川管理者としてできることも進めていきますし、治山、

もしくは農業の施設管理者等と連携を図って、流域として、やはり

サクラマスの遡上環境をよくしていくということを進めていきたい

という考えに基づいて、ここでは、その関係機関と調整、連携して、

移動の連続性を確保していくということですので、当然、河川管理

者の取り組みと合わせて、施設管理者と、その他の機関と連携を図

りながら進めていくという考え方でございます。 

 

●清水委員長 

ここには頭首工とぐらいしか書いてないですけれども、そういう

砂防ダムとか、治山ダムとかというのは書いてありますか。 

 

●黒木委員 

上流の支川などで、横断工作物等の影響でということですね。 

 

●清水委員長 

書いてありますね。こういうところで改善もされるということ。 
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●井田課長 

道庁さんだったり、施設管理者だったり、そういったところと連

携して進めてまいりたいと考えております。 

 

●清水委員長 

失礼しました。私のちょっと理解不足です。 

先ほど、出羽委員が何か意見がありそうな、じゃこの後でお願い

します。 

 

●山口委員 

サクラマスとヤマメの分布、この２点に絞ったような話になって

いますけれども、ここに書いてありますとおり、環境のバランスを

テーマにということで、豊かな環境を作るには、サクラマス、ヤマ

メしか魚でないのかというような印象すら受けるんですけれども、

自然環境の中では、サクラマスとヤマメだけが棲めるわけじゃない

んですよ。 

だから、多様な生物が遡上できるというか、棲めるような、そう

いうことが大事じゃないか。２つ目には、サクラマスだヤマメだ、

下流の方ではシジミ貝だと騒いでいますけれども、それだけが生物

じゃないと思うんですよ。だから、そうじゃなく、もう少し環境と

いう広い分野から、そういう面をもう少し幅を広げて論議されたら

いかがでしょうか。 

 

●清水委員長 

どうもありがとうございます。 
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●出羽委員 

名寄川の頭首工で、可動堰で８月いっぱい閉めて農業用水を取る

ということで、それが終わると開けて、サクラマスがのぼると。や

っぱりそういう調整の問題なんかもあるんじゃないかと思うんです

ね。話を聞くと、堰を閉めて水を溜めている間は、大雨が降って水

が増えたときは、元気のいいのがのぼっているけれども、そうじゃ

ないと、なかなかやっぱりのぼれない。開けると、サンルダムの最

上流で、９月に入って中旬か、もうちょっと前から始まるでしょう

から、やっぱりぎりぎりのところ、恐らくそういう調整の問題もあ

るかと思うんですね。そういったこともやっぱり大事になってくる

んじゃないかというような気がします。 

それから、一言だけ言うと、まさにサクラマス、サケだけじゃな

くて、今で言うと、生物多様性という。ただ、川の場合はやっぱり、

水生生物といいますか、それがまず１番やっぱり影響を受けるでし

ょうし、僕の分野から言うと、河川敷なり、陸域の生物多様性とい

うことは問題になりますが、それはまた後の機会も出てくるでしょ

うから、そこで発言したいと思います。 

 

●梅津委員 

真勲別の頭首工、前にも申し上げましたけれども、農業用水、工

業用水、水道と。これで、農業用水の場合は８月２９日で終わりで

す。その後のゲートがどのような状態になっているか、ちょっと私、

分かりかねるんですが、農業用水ほどの水量は要らないと思います

ので、そこら辺でかなりゲートというものは低くなるなと、そんな
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ように思います。 

それと、もう１つ、実は黒木先生の話を聞きながら思い出してい

ましたけれども、４８－７ですか。サンルダムの遡上性魚類の保全

対策①ということで、ここに想像図が書いてあるんですが、実は私

も美利河ダム、一昨年見てきました。まだ、この魚道が出来上がっ

てなかったんですけれども、全くこのイメージと似ていました。そ

れと、これだったら魚はのぼれるのかなという、そういうイメージ

で帰って来たんですけれども、先ほどそれなりに遡上しているとい

うことですので、やはりだんだんこういうことにいろんな知恵が働

かされて、いいものが出来てくるのかな、そんな感じがしました。

以上です。 

 

●前川委員 

何回も言いますように、僕は効果を確かめるべきだと、最初から

言っているんですが、今の美利河ダムも、それをきっちりと、あと

何年か見れば分かります。それは、その効果を、僕はそれでも、ち

ょっとまだひっかかりますが、それでも全然遅くない。その効果を

見てから、それと大変よく似たものを造るというのは、そうすると

予測可能に少し近づきますね。予測可能でないと、こんな大きなお

金、もう莫大なお金を使ってやってられませんよね。だから、急に

例えば、すぐに計画を始めて造るというのは、僕はやっぱり心配で

しようがないですね。 

大変いいことを言われたんですが、やっぱり僕もそう思います。

サクラマスだけじゃないですね。本当、これは今、サクラマスなり、

イワナが最も大きな影響を受けるだろうと考えられるので、今そう
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いう話していますが、ひょっとして、この大きな魚道で、例えば小

さなほかの魚たちが利用できるのかということも、実は考えなきゃ

いけない。それが今の生物多様性と、それから河川法、あるいは自

然再生推進法、それを含めた一番重要なところなので、やっぱり論

議も、そこのところにぜひ入っていくべきだと僕も思います。 

 

●清水委員長 

ありがとうございます。 

次回の議論の内容まで意見いただきまして、ありがとうございま

す。 

そろそろ時間なので、今回は治水、利水、それから環境の方まで

踏み込んだ議論をしていただきまして、今の話は非常に重要なテー

マだと思いますので、今日の議論も踏まえて、次回も引き続きこの

問題を議論していきたいと思います。 

 

●出羽委員 

今回も、２０日か２２日かという予定を聞かれて、僕は３月かと

思っていたんですが、今日もちょっと抜けられない会議がありまし

て、余り遅れないで来れたんですが、環境の問題になりますと、前

川さんそうです、僕もそうです、岡村さんもそうです。漁協の方も

大事になると思いますので、そういった方がやっぱり参加できると

いうことが保証されて、次回を持っていただきたいというふうに思

います。 

 

●清水委員長 

日程調整の方、よろしくお願いいたします。 
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では、司会を事務局の方にお返しいたします。 

 

３．閉会 

 

●山田課長 

長時間、ご議論どうもありがとうございます。 

それでは、これをもちまして第１２回天塩川流域委員会を終わら

せていただきます。 

どうもありがとうございました。 


